


第２章 施策の体系

１　優先施策

（1）安全・安心なまちづくりの推進
我が国では、長い間、安全は市民生活の前提で

あり、揺るぎがないことという認識があった。し

かし、近年、ピッキング等による侵入犯やひった

くりなどの犯罪の増加、多様化する悪質商法、自

転車の暴走行為、食品安全問題、新たな感染症、

情報セキュリティ問題など「地域で安心して暮ら

していくこと」が脅かされつつある。

市では、安全・安心な生活こそ市民生活の基盤

という認識のもと、多様な施策を進めてきたが、

今後も、各種安全パトロールの拡充など、よりき

めの細かい安全支援体制を築き、死角のできにく

いまちづくりや街路灯の照度アップなどによって、

まちの防犯性を高めていく。さらに高齢化や核家

族化の進行により、高齢者のみの世帯や、ひとり

暮らしが増えており、その生活の安全・安心は切

実な問題となっている。

災害対策では、地域の防災力向上のための自主

防災組織や地域リーダーといった人材・組織育成

などの施策を進める。また、防災空間の確保や建

物の安全性の向上、避難場所や防災広場等の基盤

整備など災害に強いまちづくりをさらに推進する

とともに、全市の危機管理の核となる防災・安全

センター（仮称）を設置する。

そのほか、食の安全や自転車マナーの啓発、消

費者教育、水道水の水質保全等について、警察署

や保健所など関係機関との連携強化により、安

全・安心のための施策を多面的に展開する。

（2）高齢者福祉施策の推進
高齢者福祉の理念は、一人ひとりの高齢者が個

人としての尊厳を保ちながらその人らしく、住み

慣れた地域の中で、自立して生きることを市が責

任を持って支援する「自立支援促進型福祉」を推

進することにある。そのために「良福祉中負担」

による市民（自助）・地域（共助）・行政（公助）

のバランスの取れた役割分担によって、持続可能

な福祉施策を展開していく。

高齢者が健康でより長く、生き生きと暮らすた

めには、健康の維持増進や介護予防
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への取り組み

が不可欠である。「健康推進計画」に基づいて拠

点整備を図り、高齢者の健康づくりの支援、疾

病・介護予防に取り組んでいく。

また、高齢者が地域で尊厳を持って暮らし、自

立していくために、生きがい増進と社会活動の一

層の充実が必要である。事業内容の拡充、知識・

能力を生かした就労の支援を引き続き行い、就労

意欲に応えていく。

今後も市は、市民同士がともに助け合い、支え

合う地域の様々な「共助」の取り組みを積極的に

支援し、「地域の福祉力」を活かしながら多様な

課題の解決を図っていく。そして、必要な時に、

必要な福祉サービスや支援を、より効果的に利用

者に提供できるよう、利用者の相談・苦情に適切

に対応する体制の整備、在宅介護支援センターの

機能強化などに取り組み、相談・支援体制の充実

を図る。

（3）子ども施策の推進
次世代を担う子どもたちの健やかな成長は、子

育て家庭はもちろんのこと、地域社会もともに取

り組まなければならない重要な課題である。そこ

で、子育てＳＯＳ支援センターを中心に、地域の

連携による子育て支援体制を構築し、子育て家庭

への支援の強化を図るとともに、保育園において

は、親の就労形態の多様化へ対応した保育サービ

スの展開や、民間の事業者とも連携を図りながら、

子育て家庭への支援の拡充を行っていく。

また、子どもの実体験の不足を補うとともに、

家族の絆を強め、家庭が本来持つ子育て力の強化

を支援する。親子で参加できる自然活動プログラ

ム等の体験事業を体系的に整備するとともに、従

来家庭が担ってきた「食」の問題に関する啓発活

動など、側面から家庭を支援する施策を推進して

いく。さらに、����施設などの子育て支援施

設の整備について、具体的な検討を進める。

学校教育においては、「身体・言語・自然」を重

視した教育を推進するとともに、個に応じた指導

を充実し、基礎的・基本的内容の確実な定着に基
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づいた学力の向上を図っていく。また、学校と教

育委員会、関係諸機関から成るサポートシステム

を改善・充実させる。さらに、不登校児童・生徒

の解消に向けての抜本的対策を具体的に検討する。

（4）緑化・環境施策の推進
環境問題は、地球規模の視点と同時に、市民一

人ひとりの自覚と行動の積み重ねが必要な問題で

ある。ごみの発生抑制や緑化の推進、環境に負荷

のかからないライフスタイルの実践などにより、

良好な環境を次世代に引き継いでいく責務がある。

循環型社会形成のために、ごみの資源化処理の

拡充などにより埋立て処分量の低減を図ると同時

に、市民･事業者のごみ排出者としての責任を明

確にしたうえで、行政も含めた三者が一体となっ

て連携･協力関係を作り上げていく。さらに、循

環型ごみ処理システムの構築の検討や、現在の資

源多消費型のライフスタイルから環境負荷の少な

いライフスタイルへ転換するための意識啓発を進

めていく。

都市の緑は、人々の生活に潤いをもたらすとと

もに、まちの美観や災害時の延焼防止など安全で

美しいまちにとっての貴重な資源でもある。今後

とも、特色ある公園づくりや遊歩道の再整備など

により、緑の環境を拡充していく。また、民有地

や民間施設の緑の増加を支援するとともに、緑化

に携わる人材・団体を育成し、活動の場を拡大す

るなど、市民とともに緑化推進の施策を推進して

いく。

（5）吉祥寺のまちづくりの推進
吉祥寺は、昭和62年に駅前広場が完成し、駅周

辺の商業地域と周辺部の良質な住宅地に支えられ

た魅力あるまちとして発展してきた。そして、今

や商業を中心として、金融、レジャー、文化、ス

ポーツ、コンベンション、健康、情報、自然、歴

史など、生活を楽しむ人々が出会い交流する、人

中心の総合的な生活核都市の機能を持っている。

しかし、近年の商業の業態変化や競合する周辺

地区の再開発などが著しいことを考慮し、今後と

も商業的に高い地位を維持するため、まちの再整

備・再開発を行う。

そして、このまちをさらに楽しく充実したもの

にするため、新たな吉祥寺の将来像（グランドデ

ザイン）を、ハード・ソフトの両面から総合的に

策定するとともに、「安全・清潔・楽しいまち吉

祥寺」を目標として、魅力あふれるまちづくりを

推進する。

（6）武蔵境のまちづくりの完成
武蔵境のまちづくりは、第一期基本構想・長期

計画以来、本市の重点施策として進めてきたが、

本計画期間中にはＪＲ中央線及び西武多摩川線連

続立体交差事業が完成し、南北一体のまちづくり

へと大きく前進する。今期は武蔵境のまちづくり

を総仕上げする時である。

鉄道連続立体交差事業の完成に合わせて、武蔵

境駅舎・広場・街づくり協議会による市民活動の

成果を反映した駅舎づくりや高架下利用の推進、

駅北口周辺の区画道路や都市計画道路3･4･24号線

（天文台通り）等の整備を実施する。

また、連続立体交差事業の関係機関に対し、市

民生活への影響に配慮した事業推進を求めると同

時に、ＪＲ中央線の複々線化（地下線）の事業実

施を働きかけていく。

さらに、農水省食糧倉庫跡地には、知的創造拠

点として図書館機能を中心とした「新公共施設」

を建設し、多世代にわたる利用と広域的な市民活

動の結節点として整備する。
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JR中央線高架化後の武蔵境駅のイメージアーケードをリニューアルした
吉祥寺駅前のサンロード

エコセメント製のコンクリートベンチ

＊16 介護予防
介護を必要としない状態をできる限り、長く保つ取り組みや、介護を必要とす
る状態になった場合は、その進行を抑制する取り組みのこと。
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1　健康・福祉 

２ 施策の体系

福祉施策については、高齢者保健福祉計画、介

護保険事業計画、障害者計画（以下、福祉三計画

という。）の策定や新たに健康推進計画が策定さ

れ、体系的な事業運営が確立されたところである。

また、介護保険制度や支援費制度が導入されたこ

とにより、福祉サービスを利用しやすい環境が整

いつつある。しかしその一方で、給付費の増大を

招き、少子高齢化の進展ともあいまって社会保障

全般の財政見通しが大変厳しい状況になっており、

今後、負担と給付の関係をどうするかが大きな課

題となる。共助によるまちづくりをさらに推進す

ることや予防施策の充実がますます重要である。

１　健康で暮らしつづけるための施策

（1）新たな福祉計画の策定
国は平成27年度の社会保障費を121兆円と推計

しているが、これは平成16年度の1.4倍の額に相

当する。社会保障制度全般にわたる見直しも行わ

れているが、三位一体改革による補助金の見直し

などもあり、市の負担も増えることが予想される。

特に医療・介護などその財政見通しを考えると、

これまでの要援護者を事後的に支援する施策から、

予防的な対応へと施策のあり方を転換する必要が

ある。この考えに沿って、地域福祉計画をはじめ

とする各計画の見直しを進める。

（2）健康増進施策の計画的推進
平均寿命が世界最高水準にある一方、若年層の

生活習慣病の増加が大きな問題となっている。

「武蔵野市健康推進計画」に基づき、健康増進や

疾病の予防に重点を置いた対策を推進する。

市民が主体的に健康管理や健康維持増進に取り

組めるよう、健康診査のシステム及び内容の見直

しを行う。特に、基本健康診査の結果を活用した、

要観察者のフォローアップの仕組みづくりを中心

に、老人保健事業の充実を図る。また、高齢者が

いつまでもいきいきと暮らしていけるよう、運動

を通じた健康づくりの仕組みの構築が必要であり、

そのため、シニア活力アップ支援事業の充実を図

る。

56

昭和 
５５ 

昭和 
５６ 

昭和 
５７ 

昭和 
５８ 

昭和 
５９ 

昭和 
６０ 

昭和 
６１ 

昭和 
６２ 

昭和 
６３ 

昭和 
６４ 

平成 
２ 

平成 
３ 

平成 
４ 

平成 
５ 

平成 
６ 

平成 
７ 

平成 
８ 

平成 
９ 

平成 
１０ 

平成 
１１ 

平成 
１２ 

平成 
１３ 

平成 
１４ 

平成 
１５ 

平成 
１６ 

０ 

５０,０００ 

１００,０００ 

１５０,０００ 

０ 

５ 

１０ 

１５ 

２０ 
人 %

高齢者数 
人口 
高齢者率 

年 

134,337

11,122 11,463 11,812 12,605 13,970 14,357 14,853 15,350 
 

15,908 16,525 17,119 17,718 18,849 19,469 20,169 21,310 22,079 22,608
23,680 
 

23,206
20,77918,229

13,45312,92112,249

132,679 132,663 133,063 134,590
136,344 136,637 136,291 135,758 135,594 135,519

133,008 131,310 131,021 130,308 
 

130,720 131,111 130,747 131,345 131,675
131,149

131,466
133,916135,923135,223

8.28
8.64 8.90 9.21 9.37 9.56 9.87 10.22 10.53

10.94 11.29
11.73

12.19
12.78

13.32
13.88

14.39
14.94

15.43
15.85

16.30
16.81

17.20 17.62
18.06 
 

「筋力はつらつ！若返り教室」腹筋のトレーニング中

高齢者人口の推移（65歳以上、各年1月1日現在）

資料：平成15年版　武蔵野市地域生活環境指標
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さらに、市民一人ひとりが健康づくりに自主的

に取り組めるよう、健康診査の主要な項目や疾患

別死亡率などについて指標（健康指標）を作成す

る。また、健康づくり活動に関する情報の収集、

提供体制を整備する。

以上のような健康づくりを総合的にコーディネ

ートするため、「健康づくり総合支援センター

（仮称）」を設置する。

（3）医療ネットワークの充実
市民の健康を守り、安心を確保するため、必要

な医療を身近なところで適切に供給できる体制の

整備が重要である。そのため、医療機関どうしの

連携をはじめ、保健・医療・福祉の連携を強化す

るとともに、地域の中核病院である武蔵野赤十字

病院を中心とした医療ネットワークのより一層の

充実を図る。

（4）痴呆発症・予防の取り組み
加齢による痴呆発症は、本人の尊厳や権利が不

当に侵害されたり、介護する側に心身をすり減ら

す程の負担を生じさせる場合がある。また、痴呆

も介護の重度化の要因であることから、痴呆発症

や進行予防について研究することは重要である。

精神医学、公衆衛生学、看護学、老年心理学、ス

ポーツ科学など多方面にまたがる学際的研究を行

い、成果を痴呆発症・予防の資料とし、市内各地

域で自主的に発症・予防プログラムに取り組むこ

とができるよう支援を行う。

（5）食育への取り組み
「食育」の取り組みは、子どもだけではなく、

大人（親）・地域に対しても行う必要がある。そ

こで、母子保健と学校保健の連携強化を図り、正

しい食生活を浸透させ、子どもが成長過程で、必

要な食習慣を身につけられるような施策を検討す

る。
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２　雇用・自立支援と生きがい活動の推進

（1）高齢者・障害者の雇用と自立支援
高齢者が長年培ってきた知識、経験、能力を地

域の中で活かしながら、生きがいを持って暮らす

ための支援や、在宅の障害者の自立と社会経済活

動への参加を促進するため、高齢者・障害者の雇

用支援体制の整備を行う。

高齢者・障害者に対する一般就労の支援につい

ては、それぞれの特性・個別的なニーズを考慮し

ながら就労機会の確保・雇用促進を図るため、体

制の整備を行う。

一般就労が困難な障害者に対しては、通所授

産・更生施設、小規模授産所の設置、あるいは精

神障害者の自立訓練の場である作業所の設置を支

援し、福祉的就労の場を拡大する。

（2）社会参加の促進
高齢者や障害者が地域社会の一員として、生き

がいを持って健康に暮らしていけるよう、外出支

援や、高齢者と若年世代の交流事業の推進など、

社会参加の促進を多様な方法で支援する。

世代間交流では、小中学生が支援者として参加

する高齢者向けパソコン教室や、ふれあいサロン

の参加者増など実施規模の拡大を図る。また、デ

イサービスセンターなどの福祉施設を活用して、

世代間交流の実現を目指す。

高齢者を対象とした学習・趣味・スポーツ活動

を推進し、生きがい増進と社会参加の機会の拡充

を図る。また、これらを通じて地域の活動を担う

人材育成に結びつけていく。

心身障害者（児）の余暇活動の充実を図るため、

すでに地域で実施されている様々な活動に障害者

（児）も参加できる体制の構築について検討する。

（3）「団塊世代事業」の支援
戦後の第一次ベビーブーム期に出生した約

1,000万人のいわゆる｢団塊の世代｣の人々が、今

後数年の間に定年退職の時期を迎える。平成16年

２月に実施した市民アンケートによっても、「団

塊の世代」の人々は、これまで培ってきたキャリ

アを退職後も活かして自ら税金を納め、地域社会

の福祉と文化向上に貢献したいという意欲を持っ

ている。この人たちは、生きがいや社会貢献意欲、

あるいは経済的事情に応じた多様な就労形態によ

り、70歳頃まで働くことを選択できる社会を求め

ている。これは未来に向かって開かれた考えであ

る。そこで、その実現のため、「団塊の世代」の

人々が退職後に自らビジネスプランを作成、実施

することや、定年後の活躍の場を生み出すことを

サポートする仕組みづくりを検討する。
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全体 

３年未満 

３年以上１０年未満 

１０年以上２０年未満 

２０年以上 

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％ 

■ すぐにでも参加したい 

■ 将来、参加したい 

■ 特に参加したいと思わない 

■ すでに参加している 

■ その他 

■ 不明 

■ 特技や技術を活かした地域活動への参加意欲 ■ 

市
内
居
住
年
数 

世代間交流の場、ふれあいサロン（境南小学校）

特技や技術を活かした地域活動への参加意欲

資料：「団塊世代」市民アンケート調査
（平成１６年２月）
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３　地域で支え合う福祉のまちづくり

（1）地域福祉を支える基盤の強化
地域における人材づくりと社会資源の有効活用

を効果的に組み合わせた共助の仕組みづくりを進

める。

「地域福祉活動推進協議会（地域社協）」は地域

における助け合い活動に取り組んでいる。これを

さらに定着、発展させるため、コミュニティセン

ターや福祉施設等を活用し、地域の福祉活動がよ

り活性化するための組織づくり、仕組みづくりや、

地域の福祉活動をコーディネートする人材の育成

を、「第２次地域福祉活動計画」に基づき、武蔵野

市民社会福祉協議会が行い、それを市が支援する。

また、「地域社協」が地域福祉活動の担い手として

認知され、市民の協力が得られるよう広報する。

（2）心のバリアフリーの推進
高齢者や障害者の自立と社会参加を促進するた

めには、偏見や差別をなくすことが重要である。

地域の相互理解の中で高齢者や障害者の生活を支

える仕組みを作るために、心のバリアフリーを一

層推進する。障害者との交流や講演会等を実施す

ることで市民意識の啓発を図り、地域住民との連

携を発展させる。

（3）ふれあい・ボランティア体験の促進
子どもや若者が、高齢者や障害者をありのまま

に受け入れることができるよう、多様なふれあい

体験などの機会を積極的に提供していく。

教育委員会と連携し、学校教育におけるボラン

ティア体験学習ができる施設の確保と情報提供を

行う。ボランティアセンター武蔵野が行うボラン

ティア体験・講座の充実を支援し、また学校と連

携して児童・生徒の参加を促進する。

（4）地域福祉活動への支援
高齢者の閉じこもり防止や介護予防につながる

身近な地域の拠点として、地域の人材を活用した、

テンミリオンハウス事業をさらに拡大する。公共

交通を利用した外出が困難な高齢者や障害者が、

より気軽に、安心して外出できるよう、移送サー

ビス（レモンキャブ）事業を、地域の商店主など

の運行協力を得て、さらに拡充する。

気軽に住民同士のコミュニケーションを図る場、

そして高齢者の閉じこもり防止や世代間交流の場

とするため、空き店舗等を活用した「憩いの家

（仮称）」の設置に取り組む。
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ボランティアセンター武蔵野の高齢者体験事業

利　用　者 

テ ン ミ リ オ ン ハ ウ ス  

会食 
おしゃべり 
ショートステイ 
など 

運営は地域の力 
＝ＮＰＯ・民間・地域社協など 

事業内容 
の提案 

事業採択 
建物提供 
運営費補助 

武 蔵 野 市  

医療・福祉機関 

協力・連携 

建物所有者 

建物提供 

起業支援 
運営支援 

市民社協 

委託・連携 

事 業 採 択 ・ 評 価 委 員 会  

テンミリオンハウスの共助のシステム

資料：福祉保健部高齢者福祉課



４　安心して暮らせるまちづくり

（1）地域の安全・安心の確保
近年、高齢者の「孤独死」が社会的に問題とな

っているように、今後、高齢者や障害者を中心と

した市民の生活上の安全・安心の確保は重要な課

題となる。一人暮らし高齢者などの安否確認や日

常生活の不安の相談などを、地域の中で連携して

解決するため、「地域社協」を中心に展開してい

る安心助け合いネットワークを一層充実させるよ

う支援する。また、電気・ガスなどのライフライ

ンの使用状況を安否確認情報として活用するなど、

より効果的な仕組みを整える。さらに、傾聴ボラ

ンティアを養成し、高齢者の精神的ケアを目的と

した電話サービスの実施やＩＴを活用した支援サ

ービスについて研究する。

（2）救急医療体制の整備
市内の診療施設に委託している休日・休日準夜

（午後５時～10時）診療の見直しを図り、今以上

に休日でも市民が安心して受診ができるよう、救

急病院とは別に、休日診療センターの設置を検討

し、休日の応急診療施設の確保に努める。

（3）在宅介護支援センターの機能の充実
「高齢者福祉総合条例」は、高齢者が住み慣れた

地域で安心していきいきと暮らせるまちづくりの

推進を基本理念の一つとしている。その実現のた

めに、ボランティア活動や「地域社協」など地域

の社会資源のコーディネートや地域ケア会議を通

した民生委員など地域の関係機関との連携、障害

者施策も含めた介護支援における困難ケースへの

対応など、高齢者を総合的に支える地域のセーフ

ティネット（社会の安全網）として、在宅介護支

援センターの役割や機能を充実させる。また、在

宅介護支援センター間等の連携強化を図る。

（4）障害者相談事業の充実
障害者の自立生活を支援するため、生活支援セ

ンターの充実を図り、在宅生活におけるサービス

利用援助、生活力を高めるための支援、社会資源

の活用等の情報提供、相談事業などを実施する。

（5）地域リハビリテーションの推進
高齢者や障害者が地域で自立した生活を続ける

ために、保健・医療・福祉の連携による支援の仕

組みを充実させる。その第１段階として、脳卒中
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一人暮らし高齢者等 

発見 発見 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
連
絡
員 

声
か
け 

見
守
り 

提  供・支 援 
サ ー ビ ス 

在宅介護 

支援センター 

市 
（ 部課を超えた  

庁 内間の連携） 

見守り 

関係協力機関 

新聞販売店 
医院 
歯科医院 
薬局 
商店街 
コミセン 
など 

関係協力団体 

老人クラブ 

日赤奉仕団 

テンミリオンハウス 

など 

民生児童委員 

消防署 
警察署 
郵政公社 

資料：福祉保健部高齢者福祉課 

地域社協 地域社協 

安心助け合いネットワークイメージ図

資料：福祉保健部高齢者福祉課
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などの脳血管障害で急性期を過ぎ、リハビリテー

ションが必要な方を在宅介護支援センターなどが

医療機関と連携して支援する地域リハビリテーシ

ョンの仕組みを構築する。

（6）家族等介護者の負担の軽減施策の充実
高齢者を介護する人の精神的・身体的負担の軽

減を図り、高齢者が在宅で継続して生活できるよ

う家族介護教室を実施するとともに、家族介護者

同士の交流の機会を作るなど、支援を行う。

（7）虐待防止体制の整備
高齢者への虐待の防止に努めるとともに、虐待

事例への対応について、必要によりシェルター

（緊急一時保護施設）を利用して、心身の安全を

確保する。さらに、虐待の早期発見と虐待を確認

した場合の適切な対応のため、「武蔵野市高齢者

虐待防止連絡協議会」を通じて、関係機関（在宅

介護支援センター、ホームヘルプセンター武蔵野、

警察署等）と情報交換を密に行い、連携の強化を

図る。

（8）地域包括ケアシステムの検討
地域のなかで高齢者の生活を支える介護の実現

を目指し、医療・保健・福祉及び権利擁護等のサ

ービス、市民の支えあい・助け合いネットワーク

等を機能的に結びつける総合的・包括的システム

について検討する。

５　サービスの質の向上と利用者の保護

（1）介護保険制度への取り組み
平成12年４月にスタートした介護保険制度はサ

ービスの受給者数が伸び、制度の運営も一時期の

混乱を脱した状況にあるが、要支援や要介護１な

ど軽度の要介護者の急増と自立支援に結びつくケ

アプランのあり方、そして何よりも給付費の増大

が大きな課題となっている。介護保険制度施行５

年後の見直しにより、平成18年度から改正介護保

険法がスタートするが、引き続きケアマネジャー

への支援に取り組み、保険者の責務としてサービ

スの質の向上に取り組む。

また、要介護認定調査は、介護保険制度の根幹

を成す部分であり、市ではこれまで職員、在宅介

護支援センター職員など公的機関が中心となり、

認定調査を行ってきた。今後も要介護認定の公平

性を保つため、公的機関による認定調査を継続し

ていく。

利用者が高齢者保健福祉サービスや介護保険を

安心して利用するためには、サービスの質を向上

させるとともに、サービスの安定供給が必要とな

ることから、介護サービス事業者に対しても、研

修会を開催し、また利用者に対する情報提供ガイ

ドラインを作成することで事業者の質の向上を図

る。

さらに、必要なサービスが適正に提供されたか

どうか、給付実績をもとにケアプランの内容を検

証するとともに、需給バランスの確保を図ること

により、真に必要なサービスが高い質で供給され

る体制を整える。
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発　見 

ケアマネージャー 

市 

在宅介護 

支援センター 

保健センター 

警察 

民生委員 

援助計画 

の検討 

家族との調整 

虐待者と離す 在宅生活継続 

緊急一時保護 

検討 

施設入所措置 

サービス導入 

武蔵野市での援助の流れ 

資料：福祉保健部高齢者福祉課

高齢者への虐待を発見した場合の援助の流れ（概要）



（2）権利擁護事業と第三者評価
高齢者や障害者の権利を尊重し、必要な支援や

サービスを効果的・効率的に提供できるように、

利用者や家族の立場に立った相談・支援体制を充

実させることが必要である。まず、福祉サービス

に関わる各窓口が連携し、苦情解決のためのサー

ビス調整機能を強化する。私法上の契約締結行為

を行いにくい痴呆性高齢者や障害者に対してサー

ビスを利用しやすくするため、福祉公社が実施し

ている権利擁護事業の支援を行う。

「東京都福祉サービス第三者評価システム」に

より、福祉サービス提供事業者に対して第三者機

関による公正でわかりやすい事業評価を行い、そ

の結果を利用者や介護者に提供する。また、利用

者が目的に応じて質の高いサービスを選択できる

仕組みを整える。

（3）措置によるサービス利用の適用基準の検討
社会福祉制度が措置から契約へと大きく変わり、

介護保険や支援費制度が導入されるとともに、権

利擁護制度や苦情解決制度などの充実が図られて

きた。これらにより、判断能力を欠き、かつ保護

者のいない高齢者が介護サービスを利用するにあ

たって、「市長申し立て」により成年後見制度を

利用できるよう制度の整備を行った。しかし、こ

の制度には、手続き時間や費用がかかり、緊急時

の対応が困難であったり、若年の被後見人の場合

には、数十年という長期にわたる後見が必要で、

個人の後見人では限界があるなど、問題点も見え

てきた。こういった問題点を踏まえて、法令に規

定されている｢措置｣による介護保険サービスの利

用、特別養護老人ホームへの入所や障害者支援費

サービスなどの利用について、適用基準を作成す

るなど必要な検討を行う。

６　サービス基盤の整備

（1）地域生活を支援するサービス基盤の整備
市民の誰もが住み慣れた地域で、安心して暮ら

し続けることができるよう、福祉三計画に基づい

て、社会資源を有効に活用しながら今後もサービ

ス基盤の整備を推進していく。

高齢者や障害者の在宅生活の支援のため、ショ

ートステイ、デイサービスの充実、福祉施設の活

用方法の検討などを行うとともに、地域における

共同生活の形態などについても研究を進め、多様

な方法で「生活の場」の整備を支援していく。ま

た、介護の必要が重度化しても、住み慣れた地域

内で様々な福祉サービスを提供できる地域ネット

ワークの形成についても研究を行う。さらに、介

護者の人材育成について取り組み、サービス基盤

の整備を図っていく。

（2）福祉施設のあり方の検討
高齢化率など市政を取り巻く情勢の変化を見据

え基盤整備を効果的に行う必要があるが、その一

環として、施設の維持管理とともに「くぬぎ園」

のあり方について検討を進める。
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平成１２年４月 平成１３年４月 平成１４年４月 平成１５年４月 平成１６年４月 

第１号被保険者数 

 

要支援要介護認定者数 

被
保
険
者
数 

認
定
者
数 

（人） （人） 

　　　要支援要介護認定者数の推移 ■ 

(６５歳以上） 

資料：福祉保健部介護保険課

武蔵野市介護保険被保険者数と
要支援要介護認定者数の推移

介護保険制度の見直し内容に対し
問題提起をしたリーフレット



第
2
章
　
施
策
の
体
系 

1　健康・福祉 

63

障害者福祉センター事業を見直し、相談機能の

充実を図るとともに、機能訓練、生活訓練を拡充

し、障害者が自立した生活を送ることができるよ

う支援する。

（3）福祉サービスにおける市の役割の見直し
介護保険の導入から５年が経過し、サービス提

供事業者の参入が広がるとともに、サービス供給

量の増加と質の向上が進んでいる。この間、市の

役割は、事業者の育成・支援、情報提供、サービ

ス評価事業や権利擁護などの利用者保護にシフト

してきた。今後も福祉サービスの利用しやすい環

境を整える一方で、市独自の居宅サービス利用促

進助成事業については、介護保険制度を公平に運

営する観点から適切な受益者負担について検討を

進める。

市内で初めての痴呆性高齢者グループホーム「光風荘」

主な事業

地域福祉計画の見直し

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の見直し

障害者計画の見直し

シニア活力アップ支援事業の充実

痴呆発症、進行予防の学際的研究事業の実施

学習・趣味・スポーツ活動の推進

障害者（児）の余暇活動の充実

共助の仕組みづくりの推進

テンミリオンハウス事業の拡充

移送サービス（レモンキャブ）事業の拡充

傾聴ボランティアの養成

在宅介護支援センターの組織的連携と機能の強化

介護サービス事業者への支援と質の向上

第三者機関によるサービス評価事業の推進

介護者の人材育成

年 度 別 計 画 （ 事 業 費 ）

2120191817

（単位：百万円）

8

44

3

1515151515

22222

6252423222

87651

10

3

88888

11111

〇主な事業の実施予定及び事業費 ＊事業費については、新規事業と建設事業を除き、レベルアップ分を記載している。

健康・福祉



2　子ども・教育 

64

１　子育て支援施策の総合的推進

近年、核家族化の進行、近隣関係の希薄化、就

労環境の変化などを背景として、家庭や地域の子

育て力の低下、親の育児負担感の増大など、子ど

もたちを取り巻く環境は一段と厳しさを増してい

る。それらは、深刻な育児不安やゆがんだ子育て

につながり、不登校や引きこもりをはじめとして

児童虐待事件の多発や子どもが関係する犯罪の増

加などに現れていると指摘されている。また、こ

れらの問題は「家族」の崩壊と地域コミュニティ

の希薄化も一因であると言われており、家族のあ

り方が問われている。地域と行政が、家族の問題

に関わらざるを得ない課題が突きつけられている。

次世代を担う子ども自身は、豊富な体験（生活

体験、自然体験、社会体験）を積み重ねることに

よって、対人コミュニケーション能力などの様々

な能力や感性が養われていくので、そのためには

「身体・言語・自然」をキーワードとした、多様

な体験事業の拡充を図っていく必要がある。

子どもたちが心豊かで健やかに育つことは、子

どもを持つ家庭だけではなく、社会を構成するす

べての人にとって重要な意味を持つものであり、

社会全体で取り組まなければならない最も重要な

課題である。

中でも家庭は、子どもにとって最も身近に接す

る社会であり、特に幼少時に生活習慣（早寝と日

中の活動のリズム、十分な運動と栄養）を身につ

けないままに過ごすことは、その後の発育に非常

に大きな影響を及ぼすため、家庭での教育は子ど

もの健全育成の原点といえる。すべての家庭が安

心して子育てができ、その結果家庭の子育て力が

高まるように、社会全体で子育て家庭を支援して

いく必要がある。

また、子育て家庭を地域全体で支援していくに

あたっては、様々な主体が実施している子育てサ

ービスの連携を図るとともに、ＮＰＯ・市民グル

ープや各種法人等が創意工夫した事業を展開でき

るように環境を整えていくことが不可欠である。

（1）地域社会全体で取り組む子育て支援の構築
地域、企業、行政をはじめ地域全体が、様々な

社会資源を活用し、それぞれの役割を担いながら

緊密な連携と協力をもって子育て支援に関わって

いくことが必要である。

これまでもそれぞれの機関や施設などで多様な

取り組みが実施されてきたが、今後は、子育てＳ

ＯＳ支援センターを中心とした、子育て支援関係

機関によるネットワークを有機的に機能させて子

育てをする親を支えるとともに、地域でのグルー

プやサークルを通した子育て活動の支援、そして

その中心となる子育て支援リーダーの養成、コミ

ュニティセンターなどを利用した親子広場事業の

展開などにより、親が主体的に子育てに向き合え

るよう、親同士のつながりや地域における支え合

いのしくみづくりを推進していく。

医療機関 
保健センター 
保健所 

子育て支援施設 
NPO等 

警察 
少年センター等 

児童相談所 

福祉事務所 子育てSOS 
支援センター 

幼稚園 
小中学校 

児童館 
保育所 
学童クラブ 

教育相談所 

民生児童委員 

■ 子育て支援ネットワーク ■ 

通院 

リフレッシュ 

学校・幼稚園などの行事 

冠婚葬祭 

短時間の仕事 

介護 

その他 

０．０％ １０％ ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ ６０％ 

１５．７％ 

５６．３％ 

２．９％ 

５０．５％ 

１８．６％ 

２６．４％ 

３１．２％ 

■ 一時的に子どもの面倒をみて欲しいと感じる時 ■ 

子育て支援ネットワーク

資料：保育における保護者アンケート調査
（平成１４年１１月）

一時的に子どもの面倒をみて欲しいと感じるとき
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（2）保育サービスの拡充
公立保育園は、子ども施策に占める比重が非常

に高く、子ども施策の充実には、サービス面及び

財政面での見直しが不可欠である。すでに公立保

育園においては公立保育園改革計画に基づき、保

育の質の向上を図り運営の合理化を行っているが、

その成果を検証し、地域の様々な個人・団体の協

力を得ながら、入所児童に限らず、地域の子育て

家庭全体への支援を拡充させていく。

保育サービスにおいては、親の就労形態の多様

化に対応するため、子どもの健全育成に配慮しな

がら、親の就労形態を問わない短時間、定曜日、

夜間等の一時保育など、多様なニーズに対応した

様々な主体による保育サービスを展開する。また、

乳児の保育については、家庭的な雰囲気の中で、

３歳までの子どもを預かる保育ママ制度の拡充を

図る。さらに、子どもの人生のごく初期において

親子の絆をしっかり確立することを促進する面か

ら、育児休業後に安心して仕事に復帰できる見通

しを得られることに

より、育児休業の取

得を促すために、保

育園入所年齢定員枠

の見直しや年度途中

の入所受入れなどを

検討する。そのよう

に必要な人に対して

必要な時に適切な支

援が行える保育施策

を民間保育園を含め

進めていく。

（3）子どもの安全・安心
公共施設が子ども連れでも利用しやすいようバ

リアフリー化に取り組むとともに、民間施設へも

同様の働きかけを行っていく。

また、近年増加している子どもが巻き込まれる

犯罪を防ぐため、子育て施設や地域での子どもの

安全確保、防犯機能の強化、不審者情報の提供、

子どもを守る家の拡大など、地域で子どもを守る

体制づくりを推進する。

（4）子育て家庭への支援
民間保育園や幼稚園、子育て支援ＮＰＯなど、

民間の子育て支援事業者と連携を図りながら、子

育て家庭へのサービスの拡充を行っていく。また、

地域の中で大きな役割を果たしている民間幼稚園

に対する支援策について研究する。

コミュニティセンターなどの施設に、子育ての

悩み相談や遊びの指導を行う人材を配置するなど、

自由来所型の遊び場提供事業の充実を図る。現在

の����施設のサービスを補完するため、公共

施設等において、出前型の����子育て広場事

業を実施するほか、保育園での子育て支援事業に

ついても拡充を行っていく。図書館においては、

０歳と３歳児を対象としたブックスタート事業を

核として、お話し会など関連施策の充実を図る。

また、ひとり親家庭に対しては、自立を促すため

の支援計画を策定する。

一方、乳幼児医療費助成制度は、都の制度とし

て始まったもので、本来これは自治体間の格差に

配慮しながら国や都がその役割を担うべきである

が、近年の都区市町村の助成拡大の動向や、病状

が急変する乳幼児に対する医療機会保障の公平と

いう側面も考慮して、所得制限を緩和する方向で

検討を進める。

（5）新子育てプランの推進
子育て施策の更なる充実に向けて長期的・総合

的な視点に立った議論が必要である。特に、子ど

もの成長の時系列を見据えた施策を組立て、体系

化し、子ども施策を計画的・総合的に推進してい

く。また、｢次世代育成支援対策推進法｣に基づき、

地域における子育て支援、親子の健康の確保、教

育環境の整備等に関する行動計画を策定すること

が義務付けられた。そこで、福祉・教育・まちづ

くりなどの分野を超えて「子育てプラン武蔵野」

の見直しを行い、「次世代育成支援行動計画
＊17

」と

一体的に策定し計画を推進する。

子育て情報誌「すくすく」

＊17 次世代育成支援行動計画
次世代育成支援対策推進法により、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、
育成される社会の形成に資することを目的とする行動計画の策定を区市町村に
義務付けている。



２　親子のふれあいと家庭への啓発

（1）体験事業を通した親子のふれあい
子どもの実体験不足を解消するため、子どもの

心身の発達に合わせた自然体験活動ができるよう、

プログラムを体系的に整備するとともに、親子で

共通の自然体験活動を行うことにより、親と子の

ふれあい、絆を深めることを目的とした事業を充

実させる。

（2）子育ては親育て
核家族化等の進行により、祖父母や地域の子育

て経験者等から子育ての知恵が伝わらないことな

どを背景にして、大人になること、親になること

の自覚が不足したまま成長した若者が増加してい

る。子育ての楽しさや喜び等について理解を深め

ることで、「親性」をはぐくむ仕組みづくりを行

う。そのためには、ヤングアダルト親業講座の開

設、子育ては楽しキャンペーンなどの事業を実施

していく。

また、地域全体で親を育てていくという新たな

視点から、親の子育てグループ活動の支援や、将

来、親となり、子育てをする世代を対象とした各

種講座や体験学習、仲間づくりの支援などを実施

していく。

（3）子育て家庭への「食」の啓発
現在、子どもの「食」を取り巻く社会環境が大

きく変化し、個人のライフスタイルや就労形態と

「食」に対する価値観が多様化する中で、家族で

食卓を囲む時間の減少や、独りで食事をする 孤
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■ 食生活や栄養に関すること ■ 

平日の食事は、母子（父子）で食事をすることが多い。 

（平日） 

全員で食事を 
することが多い 

母子（父子）で 
食事をすることが多い 

子どもだけで 
食事をすることが多い 

朝 

夕 

３０．５ 

２６．９ ６９．４ 

３．１ 

０．６ 

０．６ 

５１．５ １７．５ 

％ 

（休日） 

い 

朝 

夕 

６９．４ ２５．９ 

８７．６ ９．６ 

１．０ 

０．６ 

３．７ 

１．８ 

無回答 

％ 

■ 今後の食のあり方について ■ 

３人に２人が「今より良くしたい」と思っている。 

３０．１％ 

６６．４％ 

３．５％ 

今のままで 
よい 

今より良くしたい 

無回答 

家族と食事をともにしている子どもの割合

資料：子どもの食に関する実態調査（平成１５年７月） 資料：子どもの食に関する実態調査（平成１５年７月）

今後の食のあり方について

鳥取県家族ふれあい長期自然体験
�
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食� の増加などの問題が指摘されている。

家庭において子どもが健全な食生活を送ること

は、子どもの身体発育だけでなく心の発達におい

て最も重要である。「食」に対する意識の高揚、

家族で食生活の基本が保てるような環境にも配慮

し、子どもの食に関するキャンペーンなど、子育

て家庭を中心に市民への働きかけを積極的に行い、

啓発活動を実施する。

また、保育園や小学校においては、栄養士によ

る栄養指導や調理体験など、食に関する知識の習

得や望ましい食習慣の確立を図る。

３　子育て支援施設の整備

子育て支援関連施設については、地域の子育て

支援ニーズに対する短期的な対応と長期的な予測

を考慮しながら、����施設の新設や既存施設

の再編など、特に武蔵境圏の施設整備の具体的検

討を進める。また、都営武蔵野アパートの建替え

事業に伴い、地域住民による子育て支援の活動拠

点となる施設の整備を行う。

市立保育園は、長期的な展望に立ち、改築や改

修を計画的に行うとともに、乳幼児の心身の健全

な発達を促すために望ましい環境を創出するため

の整備も適宜行っていく。

桜堤児童館は、����施設や地域子ども館の

整備状況や地域の保育需要などを踏まえながら、

市民による地域子育て支援や保育サービス施設へ

の転用を含めた検討を行い、施設の有効活用を図

る。

境幼稚園については、教育委員会から幼保一元

化施設への転用について一定の提言がなされてい

るが、市立幼稚園としての当初の設置目的は既に

達成していると考えられる。また、園児数は大幅

に減少し、市民ニーズからも運営の効率性の面か

らも幼保一元化施設として存続させるのではなく、

新しい子育て支援施設としての活用を展望し、発

展的解消を図る。なお、廃園する場合の実施時期

については、武蔵境地域においてはこの数年、桜

堤団地の建替えや民間の大型マンションの建設等

住宅事情に変化の要因もあることから、当面情勢

の変化を見届けることが必要である。さらに、境

幼稚園で培われた幼児教育の成果を市立保育園で

継承するなどの準備を行う。
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みんなで子育て「0123はらっぱ」 自然な環境で子どもたちを育てる　保育園「涼」環境創出事業



４　学校教育の充実

子どもたちが社会においていきいきと暮らし活

力ある次代の担い手としての能力を身につけるた

めに、家庭、地域社会と一体となって施策に取り

組むことが学校教育の責務である。とりわけ「身

体・言語・自然」の深い相互関係に注意を払った

実体験を伴う教育活動を通じて、子どもたちに自

己の存在や他者との関わり、ひいては生きる手応

え、社会規範等を学びとらせることが重要である。

また、国の義務教育費国庫負担制度の論議の動

向や、義務教育制度の弾力化の改革にも注意を払

いつつ、市の費用負担等に関する総合的な検討を

踏まえて施策を実行していく。

（1）「身体・言語・自然」を重視した教育
国語力の向上を図るために、児童・生徒のプレ

ゼンテーション大会（仮称）を開催する。また、

全小中学校における図書のデータベースや、保護

者や地域住民等の協力を得て導入した「学校図書

室サポーター」制度により、学校図書室の活用を

推進する。

また、言語を広く深く理解すべきことから、中

学校での英語教育や日本の古典を学ぶ教育はもと

より、言語性を意識した数学教育などを研究する。

学校は、家庭や地域と協力しながら、児童・生

徒の心とからだの健康づくりを推進するとともに、

体育（保健体育）の授業をはじめ、児童・生徒に

とって関心の高いクラブ・部活動、特別活動など、

学校の教育活動全体を通じて子どもの体力の向上

を図る。

また、クラブ・部活動においては、「身体・言

語・自然」を重視した教育の観点から、子どもの

意向を尊重し、柔軟で多様なメニューを開発する。

セカンドスクールにおける自然体験等を一層改

善・充実し、学習効果をさらに高めるため、小学

校４年生を対象とした２泊３日程度のプレセカン

ドスクールを全校で実施する。

また、学校ビオトープの積極的な活用や、自然

豊かな公園、地域に残された農地等身近な自然を

利用した自然体験・勤労生産体験活動を実施する。

（2）心の教育、キャリア教育の推進
自然体験ばかりでなく、伝統芸能や伝統芸術、

国際的な芸術文化等、本物に触れる体験活動を通

して心の教育を推進する。また、道徳の授業にお

いては、体験を活かした心に響く授業、児童・生

徒が自分の内面を見つめ、課題に主体的に取り組

む授業を展開する。

児童・生徒の発達段階に応じてそれぞれの多様

な才能の芽を育てるとともに、広い意味での職業

観や健全な勤労観を身につけ、主体的に進路を選

択することができるようなキャリア教育を体系的

に推進する。

（3）「確かな学力」の向上
読み・書きや語いなど基礎的な知識に加えて、

学ぶ意欲や、自分で課題を見つけ、自ら学び、主

体的に判断し、行動し、よりよい問題解決の方法

を見つける資質や能力が「確かな学力」である。

少人数指導、ティームティーチング、習熟度別指

導などを効果的に組合せ、基礎的・基本的内容を

確実に定着させるとともに、個に応じた指導を充

実し、「確かな学力」の向上を図る。そして、こ

れらの成果を検証するため、定期的に「学力向上

を図るための調査」を実施する。また、教育開発

室の整備・充実を図ると同時に、教員に対するス

ーパーバイザーとしての教育指導員（仮称）を学

校に派遣するシステムや、小学校における教科担

任制の拡充について検討する。
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プレセカンドスクール　林業体験（下草刈り）



第
2
章
　
施
策
の
体
系 

2　子ども・教育 

（4）指導体制の充実
学校における教育内容をより充実させるため、

学習サポーター（学習補助員）やティーチングアシ

スタント（教員志望の学生）など、地域や外部の人

材を導入・活用する。また、学校の小規模化による

教員数の減少などにより、中学校部活動の指導に

支障をきたしていることから、外部指導者を継続

的に配置する。さらに、教員自身の資質の向上を

図るためにライフステージに応じた研修を行うと

ともに、研修・研究内容全般の一層の充実を図る。

コンピュータ教育ネットワークの構築について

は、中学校は全校にＬＡＮを整備し、普通教室及び

特別教室に端末を設置済みであるが、今後は小学

校全校にもＬＡＮを構築するとともに、それらを

活用する教育用コンテンツの開発・共有化を図る。

（5）サポート制度、相談機能の充実
通常の学級に在籍するＬＤ（学習障害）・ＡＤＨ

Ｄ（注意欠陥／多動性障害）・高機能自閉症等の児

童・生徒を含め、障害のある子ども一人ひとりの

ニーズを把握して必要な教育的支援を行う「特別

支援教育体制」の構築を、国や都の制度改正の動

向を踏まえながら進めていく。

相談機能については、改築が完了する大野田小

学校の中に、従来の教育相談所、幼児教育相談室、

訪問相談室を統合した「教育相談センター（仮称）」

を設置し、相談及び支援体制の充実を図る。特に、

不登校児童・生徒対策については、専門の組織を

設置するなど、その徹底を図る。また、学校と教

育委員会、関係諸機関（子育てＳＯＳ支援センタ

ー、児童相談所、専門医、警察等）から成る子ど

もサポートシステムを一層充実させる。

（6）学校経営体制の充実
平成14年度から全校に設置された「開かれた学

校づくり協議会」の一層の充実を図るとともに、

保護者や地域住民による外部評価のあり方を研究

する。また、公立学校離れの傾向が見られる現状

を踏まえ、幼稚園・保育園、小学校、中学校、高

等学校間の連携を図るための調査・研究を行う。

特に小学校の新入学児童受入れのためのサポート

体制の構築や、小学校と中学校における教育課程

の連続性を考慮したカリキュラムの研究が必要で

ある。

また、平成20年度より都立武蔵高等学校が中高

一貫６年制学校として開校することとなっている

が、開校に向けての進捗状況などの情報を収集し、

対応を検討していく。
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０．０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％ 

漢字の読み 

漢字の書き 

言葉のきまり 

内容理解 

教科全体 

　８６．２％ 
８１．０％ 

　８６．６％ 
８２．９％ 

■ 武蔵野市 

■ 東京都 

 ９２．９％ 
９１．０％ 

 ９４．８％ 
９２．７％ 

　７２．４％ 
６７．３％ 

０．０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％ 

数と計算 

量と測定 

図形 

数量関係 

教科全体 

　８４．１％ 
８０．２％ 

　８５．２％ 
８１．５％ 

■ 武蔵野市 

■ 東京都 

　７０．３％ 
６５．３％ 

　７１．２％ 
６６．５％ 

 ７７．７％ 
７４．７％ 

＜中学校１年 数学＞

資料：基礎的・基本的内容の定着に関する調査報告書
（平成１６年３月）

基礎的・基本的な内容の定着に関する調査結果
＜中学校１年 国語＞

第43回　東京都中学校総合体育大会



（7）市立学校の計画的な整備の推進
本市には、小学校12校、中学校６校があり、平

成17年度には100年校舎として様々な先進的機能

を有した新大野田小学校が完成する。これらは教

育のための施設であると同時に、一時避難所とし

て災害時の重要な防災拠点ともなる。こうした学

校施設については、計画的に耐震補強を行うとと

もに、劣化診断も進め、長期的な改築・改修計画

を策定し、実行する。また、旧桜堤小学校施設・

用地の活用方法についても検討する。

（8）食に関する教育の充実
食に関する教育は、本来家庭の役割であるが、

食事は生活の基本であることから、現代の子ども

の食のあり方と、学校給食との関係を検討すると

ともに、栄養士による栄養指導や調理員による調

理実習、試食会を開催し、食に関する知識の習得

や望ましい食習慣の確立を目指す。

小学校給食のあり方については、小学生期にお

ける食のあり方や昼食の持つ意味を検討するとと

もに、米飯給食の拡充などについて研究する。

桜堤調理場の老朽化が激しく、また、建築基準

法等の制限により建替えに困難が予想されること

から、建替え、移転あるいは調理など主要部分の

民間委託や事業の民営化など対応策を広く検討す

る。

なお、中学生の昼食に関しては、家庭で子ども

のための昼食を重視して弁当を作ることは、家庭

と生徒をつなぐ重要な要素の一つにもなっている。

しかし、弁当を持参できない生徒に対する対応に

ついては、食環境の充実の一貫として、栄養バラ

ンスを考慮した弁当のあっせん販売を、全中学校

で制度化する方向で検討を進める。また、弁当に

ついては、夏季の安全面にも配慮し、参考メニュ

ーを提供するなど可能な支援策を研究する。

５　青少年施策の充実

（1）青少年育成施策の拡充
土曜学校においては、「身体・言語・自然」を

キーワードとしたプログラムの充実に加え、伝統

文化や芸術文化などの講座の充実や、親子で参加

できるプログラム等の導入を検討する。また、地

域で運営を支援する組織を育成し、青少年と保護

者との交流の場にもなることをめざす。

児童の放課後活動については、平成17年度には、

市内全小学校において地域の人との協働の取り組

みによる地域子ども館の設置が完了することから、

今後の地域子ども館や学童クラブについて、それ

ぞれの設置の目的や趣旨を踏まえ、連携を深める

とともに統合についても研究する。併せて、学童

クラブの学校内あるいは隣接地への移転の推進を

検討する。また、ＮＰＯや市民グループ等が行う

放課後活動事業への支援を行う。
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大野田小学校完成予想図

地域子ども館「あそべえ」
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（2）自然体験事業の拡充
むさしのジャンボリーをはじめとする自然体験

事業を、対象年齢や目的別に整理体系化を行い、

充実を図る。自然体験事業の拡充を図るために、

事業結果を他事業へフィードバックするための関

係部署間の連携や情報の共有化を図るとともに、

学校、地域、自然体験事業実施団体（ＮＰＯ法人

等）との協力体制をさらに強化する。また、活動

の拠点となる市立自然の村などの施設の適切な管

理運営を行う。

また、これらの自然体験事業を継続的に実施し

ていくため、自然体験が子どもに与える効用につ

いて周知・啓発していくとともに、指導者の拡充

とその核となる人材の育成を図り、活動の場の提

供を行っていく。

（3）青少年育成環境の整備
青少年を含めた子どもたちの自由時間における

安全な居場所を確保していく必要がある。中高生

の活動拠点の整備に関しては、農水省食糧倉庫跡

地に建設する「新公共施設」を活用するとともに、

ボランティアリーダーの養成など地域での活躍の

場を充実させる。また、ＮＰＯ等との連携を図り

ながら、冒険遊び場におけるプレイリーダー等の

指導者の育成を行っていく。地域が一体となって

青少年の健全育成に取り組むためには、親世代で

ある30代、40代の大人の積極的な地域児童健全育

成活動への参画が不可欠であるので、そのための

方策を検討する。

（4）青少年の国際交流教育
「身体・言語・自然」を重視する教育の一環とし

て、青少年が外国に赴いて現地の人々と直にふれ

合い、生活を共にする経験には大きな意義がある。

そこで、青少年を対象とした国際交流事業につい

ては、教育効果が長期的なものであることに留意

して十分なフォローを行う方向で、これまでの事

業を見直す。また、「土曜学校」の 世界を知る

会� などにおける国際文化に関する教育を充実す

るとともに、施策の連携を検討する。

６　生涯学習施策の拡充

（1）生涯学習機会の拡充
市と武蔵野地域五大学の連携による武蔵野地域

自由大学を核として、市民の高い生涯学習意欲に

応え、いつまでも学び続けることができ、「学ぶ

楽しさ無限大」を実感できる、様々な学習機会を

提供する。それとともに、武蔵野地域自由大学交

流センターを活用したサークル活動や自主講演会

等の支援を行い、新たな生涯学習コミュニティの

形成をめざす。また、市内の小学校・中学校・高

等学校や、市内企業・公共機関等が連携、協力し

て、市域全体をキャンパスとみたてて総合的な生

涯学習を提供するようなネットワーク化について

も研究する。生涯学習事業の実施に当たっては、

効率的・効果的な運営体制が必要なことから、民

間のノウハウなども活用して体制の整備を行う。
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市立自然の村　500mm大型天体望遠鏡

武蔵野地域自由大学開学記念シンポジウム

�



（2）文化財施策の拡充
今日の武蔵野市を築き上げた歴史を広く市民に

知ってもらい、市民の郷土意識を高めるため、市

が保有する文化財や民俗資料等の整理を進め、公

共施設を利用した展示を充実させる。また、年中

行事等の記録ビデオ、啓発ビデオの作成や、資料

のデータベース化によるインターネットを利用し

た公開を検討する。

（3）生涯学習施設の充実
農水省食糧倉庫跡地に建設される「新公共施設」

は、西部図書館を移転拡充した図書館機能を中心

に、生涯学習機能を加えた知的創造拠点として整

備する。施設の運営にあたっては、施設の一体的

管理が求められるが、指定管理者制度が公の施設

について導入されることに伴い、外部団体等への

委託化も検討する必要がある。その際、現在、生

涯学習スポーツ課で行っている生涯学習施策の一

部の委託化についても併せて検討を行う。

また、社会教育施設としての市民会館は、農水

省食糧倉庫跡地の「新公共施設」の機能と重複す

ることから、コミュニティセンターや貸出し専門

の市民施設への転用も含め、新たなあり方を探る

必要がある。

（4）図書館サービスの充実
「新公共施設」の設置に伴う図書館の機能拡充

や中央図書館及び吉祥寺を含めた３館全体の一体

的管理のあり方を検討する。また、情報化､生涯

学習社会に対応して、インターネット予約、ホー

ムページの充実、郷土･行政資料のデジタル化な

ど、ＩＴ技術を活用した新たな図書館サービスを

展開するとともに、ブックスタートや読書の動機

づけ指導など読書推進事業を充実する。
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 １　　調布市 
 ２　　清瀬市 
 ３　　武蔵野市 
 ４　　福生市 
 ５　　多摩市 

１１．９ 
１１．２ 
１０．６ 
１０．２ 
１０．０ 

 ６　　西東京市 
 ７　　町田市 
 ８　　羽村市 
 ９　　国分寺市 
１０　　国立市 

８．９ 
８．９ 
８．１ 
７．７ 
７．２ 

人口１人当り貸出冊数

資料：多摩地区図書館統計調査
（都市町村立図書館長協議会／平成１５年４月）

＊事業費については、新規事業と建設事業を除き、レベルアップ分を記載している。

子ども・教育

主な事業

子育てSOS支援センターにおけるネットワークの強化

公共施設の改修と民間施設への働きかけ　

乳幼児医療費助成拡大の検討　

親業についての講座の開設、体験の機会の提供　

子どもの食環境に関するキャンペーンの推進　

武蔵境圏への0123型施設の開設　

都営武蔵野アパート建替えに伴う子育て支援施設併設の検討

セカンドスクールにおける自然体験等の改善・充実　

特別支援教育体制の構築

不登校・問題行動への対応の充実

学校施設改築・改修の推進

土曜学校の充実

子ども自然体験の体系的推進

青少年の活動拠点の設置（新公共施設への機能付与）

武蔵野地域自由大学の充実と発展　

図書館におけるＩＴを活用したサービスの充実

年 度 別 計 画 （ 事 業 費 ）

21201917

（単位：百万円）

44444

222

1111

108

22222

3939396238

1111111111

600600600795857

424230

18

〇主な事業の実施予定及び事業費
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１　持続可能な都市の形成

（1）資源・エネルギーの循環的利用の推進
21世紀初頭の最大の環境問題は地球温暖化であ

る。その主な原因は、現在の私たちの生活スタイ

ルを支える化石燃料の燃焼による二酸化炭素（Ｃ

Ｏ２）の排出である。持続可能な都市の形成のた

めには、資源多消費型の社会経済システムやライ

フスタイルの変革が必要である。

循環型社会に向けて、市民・事業者・行政がそ

れぞれの立場で協力して取り組む体制づくりの推

進と併せて、次世代への環境教育の実施や、自然

エネルギーや燃料電池等の新エネルギー使用への

誘導を図る。また、緑のリサイクルシステムの構

築や、リサイクルセンター設置等についての検討

を行う。

さらに庁用車については、環境負荷の少ない低

公害車を導入するとともに、ディーゼル車の使用

に関しては国や都の動向に注意しながら研究を行

う。また、環境会計の導入についても研究する。

（2）クリーンセンター建替え計画の検討
今後のクリーンセンターの建替えに向け、循環

型ごみ処理システムの構築を検討する。システム

の構築に際しては、クリーンセンターの中間処理

方法のみならず、総体的に環境負荷の少ないごみ

処理システム、廃棄物をエネルギー源、燃料とし

て利用するサーマル・リサイクルなどごみの持つ

エネルギーを最大限回収・利用できる仕組み、物

質循環優先システムの再評価、現行システムでの

負荷軽減策などを調査･研究し、現行システムと

の比較評価を行って、適切な切替え計画の検討を

進める。

（3）ごみ減量の促進
本市が、平成10年よりごみの焼却灰の搬入を行

っている二ツ塚最終処分場は、あと10年で満杯と

なる状況にあり、しかも新たな処分場の建設は困

難である。ごみ

の減量は急務で

あり、排出者責

任の明確化を進

め、家庭ごみの

有料化、戸別収

集なども踏まえ、

市民・事業者がごみの発生・排出抑制に積極的に

取り組む施策のあり方について検討する。資源化

の推進や市内美化のために自発的な活動を行う個

人や団体に対する支援については、関係団体とも

連携をとりながら推進する。また、最終処分場を

管理する東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合が

進めている焼却灰をリサイクルするエコセメント

事業を、同組合の構成市として積極的に支援する。

（4）環境負荷の少ないライフスタイルへの転換
市民に対して、知恵を使った環境配慮型ライフ

スタイルを提案するとともに、環境に配慮した事

業活動届出制度である｢グリーンパートナー制度｣

の充実など、環境経営の普及促進や環境学習ネッ

トワークの形成等を推進する。
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多摩全域のごみが運ばれる二ツ塚処分場

０ｔ 

１０，０００ｔ 

２０，０００ｔ 

３０，０００ｔ 

４０，０００ｔ 

５０，０００ｔ 

６０，０００ｔ 

平６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 年度 

―――  可燃ごみ 
―――  不燃ごみ 
―――  資源物 
―――  民間搬入 
―――  合計 

市内ごみ排出量の推移

資料：環境生活部ごみ総合対策課

※集団回収の数値は含まない。
※平成9年10月の事業系ごみ有料化実施後、
1日平均10kg以上排出する事業者のごみは
民間搬入されている。



２　緑豊かな都市環境の創出

（1）特色ある公園づくりの推進
現在の市民一人当たりの公園面積4.4�を、｢武

蔵野市緑の基本計画｣の目標値11.9�に近づける

ため、公園・緑地の量的な拡充を進めるほか、武

蔵境駅前の広場公園やプレイリーダーが配置され

た｢冒険遊び場｣、農業ふれあい公園など特色ある

公園づくりを進める。

（2）魅力ある遊歩道の再整備
緑化推進ゾーンであるグリーンパーク緑地を安

全で快適に移動できる緑の回廊として拡充整備す

るとともに、千川上水遊歩道を再整備する。玉川

上水、千川上水、仙川など、緑の軸を中心に、水

辺を含めた再整備を、様々な緑の保全・創出と連

携して進める。

（3）市民との協働でつくる緑化空間
公共施設はもとより、民有地や民間施設の緑の

回復をめざし、既設の制度などの見直しや拡充を

行う。屋上緑化など公共施設緑化を進め、民間の

緑へとつなげていく。また、屋敷林や樹林地など

を保全するとともに新たな緑の創出を図るため、

税制度を含めた助成策の調査・研究を行う。さら

に公共用地及び民有地の借り上げ地を活用し、暫

定利用のコミュニティガーデンを配置する。

公園の管理については、市民参加を促し、地域

ごとに特色のある公園管理を行うための制度導入

について検討する。また、市民が運営する｢むさ

しの自然環境センター｣の設置を検討するととも

に、人材の確保と緑化環境に関する技術や知識の

向上のため、独自の資格試験であるグリーンマス

ター制度
＊18

を導入する。

３　身近な自然の回復と保全

（1）水辺空間の整備と生態系の重視
仙川水辺環境の整備を行うほか、玉川上水に沿

う遊歩道、野鳥の森公園、西久保公園を一体的に

整備する。また、広域的な視点で、水と緑豊かな

都市環境を創出する。

（2）近郊地の森林の保全と活用
荒廃しつつある東京の森林を保全し、育成する

ため、｢二俣尾・武蔵野市民の森｣及び奥多摩の森

の保全業務を継続して展開するとともに、身近な

自然体験学習ができる場として整備・活用する。

行政、市民、企業が連携し、水辺・緑環境の保全

や森林保全活動等を行うためのトラスト法人を設

置して、ボランティア活動の支援や情報発信の拠

点とする。
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資料：都市整備部緑化環境センター

境山野緑地ワークショップ

青梅市「二俣尾・武蔵野市民の森」で行われた自然観察会

＊18 グリーンマスター制度
緑に携わる人材の確保と緑化環境の技術や知識の向上を図ることを目的として
独自の試験制度を導入し、これを認証する制度。
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４　農業の振興

（1）農地の保全
農地は、農業のみならず災害時の避難場所や都

市環境保全等多くの機能を有している。そのため、

生産緑地や市街化区域内の農地の保全に努める。

（2）都市農業の振興
農業振興基本計画は、東京都農業振興プラン等

との整合性を図り、見直しを行う。また、農産物

の販売方法が直売方式に移行していることから、

市内農業のＰＲや農産物直売マップの作成など、

地産地消の促進を図る。

市民に安全・安心な農産物を供給するため、残

留農薬検査の充実などとともに、農業団体と協力

して農産物の生産履歴記録の確立や、そのための

支援を行う。生ごみコンポストを活用した農産物

の生産など、環境に負荷の少ない農業の実践を支

援する。

（3）体験型市民農園の支援
市が管理運営する市民農園ばかりでなく、農業

者自らが開設して管理運営を行う、体験型市民農

園について支援を行い、充実を図る。

５　商工業の振興

活力あるまちであり続けるために、武蔵野商工

会議所、武蔵野市商店会連合会及び各種団体等と

連携して、商工業の振興を図る。

（1）吉祥寺商業活性化
都内有数の繁華街である吉祥寺については、商

業関係者も参画した吉祥寺グランドデザインに基

づいた総合的な整備を進める。まちの将来像や魅

力の創出など、官民協働の取り組みを進めるとと

もに、リピーターの増加につながるよう、商店街

の施設整備や個店の魅力向上について商業関係者

と研究をしていく。

（2）路線商業活性化
後継者問題をはじめ、路線商業の現状には非常

に厳しいものがある。一方、町内会が全市的には

組織されていない本市にとって、商店会は、防災、

防犯、交通対策、環境、美化、少子高齢化対策等

あらゆる市民生活に密着している。そこで、地域

と連携した商店街づくりを支援していく。

（3）武蔵境商業活性化
武蔵境圏は、鉄道連続立体交差事業や桜堤団地

建替、大規模マンション完成に伴う人口増など商

業が影響を受ける要素が多い。中心市街地活性化

基本計画を策定している武蔵境駅周辺は、大型店

と共存できる商店会を目指すとともに、地元商業関

係者や市民等を交えて検討を行い、ＴＭＯ組織の

設立を目指す。

（4）新製品開発等の支援
武蔵野商工会議所工業部会が取り組んでいる介

護･生活環境事業を支援する。また、完成した製

品や技術等の展示会等への出展に対する支援を検

討する。
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資料：平成１５年版　武蔵野市地域生活環境指標



込まれないための基礎知識について学習する。多

様化・深刻化する悪質商法被害の未然防止のため

には、地域とのつながりが重要であり、特に高齢者

単身世帯に対しては、民生委員、ケアマネジャー、

警察署等関係機関との連携を強化する。また、早

期からの消費者教育として、中高生を対象に身近

な消費生活についての出前講座や、契約に関する

講座を開催する。また、被害の未然防止、回復の

ために市民が相談しやすい態勢をさらに充実する。

（2）安全・安心を基本とした食に対する学習
市民生活において、食の安全・安心の確保は重

要な課題である。講座や啓発活動により、食品添

加物、食品表示、食品有害物質等について学習す

る機会を提供し、消費者が正しく食品を選択する

ための情報や知識を普及する。また、｢食育教室｣

を開催し、地元農業者と交流を行い、生産を身近

に知ることにより、地域の食に対する理解を増進

させる。

（5）中小企業の支援
小規模企業資金融資斡旋事業や勤労者互助会を

通じた中小企業のための支援を引き続き行うとと

もに、景気動向を把握し、状況に応じた対策をと

ることができるよう検討する。勤労者互助会につ

いては、国の公益法人制度の抜本的改革が予定さ

れていることから、その推移に留意し、見直しを

図る。

６　都市観光の推進―地域の再発見

観光的な側面から、

まちの魅力を発信し、

商業活性化の活動とリ

ンクした賑わいのある

まちづくりを推進する。

アニメワンダーランド

など観光的な要素を持

つイベントを継続して

開催するとともに、市

内各所に点在する公園

や文化財などを回遊

するルートや、ショ

ッピングにとどまらない楽しさの演出を研究し、

観光まち歩きマップ（仮称）等の作成や観光案内

施設等を活用した情報の発信を行い、来街者の増

加を図る。

７　真に豊かな消費生活の推進

遺伝子組替え食品やＢＳＥ（牛海綿状脳症）な

どの問題に端を発した食に関する安全性への不信

感の高まり、ＩＴを利用した犯罪など悪質商法の

多様化・被害の低年齢化等、消費者としての市民

を取り巻く環境には安全を脅かす要素が増えてい

る。市民生活の安心という観点からも、市民が真

に豊かな消費生活を送れるための態勢を充実する。

（1）消費者教育の推進と相談態勢の充実
市民を対象とした｢消費生活講座｣をさらに充実

させ、環境にやさしい生活方法やトラブルに巻き
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資料：武蔵野市の消費者行政（平成１５年度）

まちのコンシェルジュ
「吉祥寺総合案内所」

子どもたちへの「食育」は、農業生産者からも行われています。



現在吉祥寺駅周辺で行われているマナーアップ

の取り組みの定着を図るとともに、他地域への

拡大を検討する。また、関係部署とも連携をと

り、公共の場所へのポイ捨てをしにくくするよ

うな施策を進める。

９　防災態勢の強化

（1）地域防災力の向上
市内を250ｍ四方の基準区画（メッシュ）に区

切り、各メッシュ内に消火栓のほか防火水槽等の

消防水利の整備を進める。一時集合場所・避難所

に指定している市立小中学校については、断水・

停電時でも水の確保を確実なものとするため、継

続的に敷地内の新たな井戸の掘削等整備を進める。

さらに、オープンスペースの確保及び防災機能を

強化するため、今後も｢防災広場｣の整備を図ると

ともに､協力農地を活用した｢地区災害時退避所｣

の整備を推進する。

自主防災組織は、現在全市で18組織にとどまっ

ていることから、市内全域への組織化をさらに推

進するとともに、専門的な知識と経験を有する防

災指導員を設置する。また、自主防災組織連絡協

議会を設立し、団体相互の情報交換等を行い、各

団体の事業及び活動をより一層活発なものとする。
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（3）消費者活動の支援
衣食住・環境などに関する消費者活動を継続的、

計画的に行う団体に対し、情報交換、研究の場を

提供するほか、講師派遣、専門講座の開催など学

習活動の支援を行う。

８　防犯性の高い快適なまちづくり

侵入盗やひったくり、青少年犯罪等の増加、そ

の内容の多様化･凶悪化により、市民生活の基盤

である安全・安心が脅かされている。このような

まちの変化も踏まえて、地域の「防犯力」を高め

るとともに、マナーアップなどモラルに訴える施

策を展開して清潔で美しいまちを構築していく。

（1）防犯性の高いまちづくりの推進
市内の各地域ごとに自転車及び徒歩により巡回

するエリアパトロールと、市内全域のパトロール

を行うホワイトイーグル
＊19

との連携を図ることによ

り、よりきめ細かなパトロールを確立し、犯罪の

防止を図る。

（2）快適な生活環境の確保
快適な生活空間確保

のため、公害の発生状

況を監視するとともに、

近年増加傾向にある市

民生活に起因する生活

公害の低減や解決のた

めの施策を検討する。

また、美化清掃活動を

さらに拡充し、地域ご

との美化意識の高揚と

実践を図る。さらに、 喫煙マナーポイントモニュメント型灰皿

観測時期
路上禁煙開始前
（１５年１１月７日）

歩行者 喫煙者

路上禁煙開始後
（１６年１２月１０日） 喫煙者

増減率
歩行者 喫煙者

朝 10,394 360 △61.9％10,549 137
昼 19,456 311 △70.1％24,547 93
夕 22,514 310 △64.5％30,869 110
計 52,364 981 △65.3％65,965 340

回 収 時 期
路上禁煙開始前
（１５年１１月７日）

路上禁煙開始後
（１６年１２月１０日）

吸い殻増減率

朝 1,534 687 △55.2％
夕 1,387 273 △80.3％
計 2,921 960 △67.1％

資料：環境生活部ごみ総合対策課

吸い殻の散乱状況の推移

単位：人

単位：本

歩行喫煙者数の推移

＊19 ホワイトイーグル
武蔵野市生活安全条例に基づき、独自のデザインのパトロールカーで保育園、
幼稚園、小学校などの施設を回り安全を確認するパトロール隊員。

２，０００件 
４，０００件 
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７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 

８，０００件 
１０，０００件 
１２，０００件 

平成 

市内１１０番受理件数

資料：総務部防災安全課



地域の核となる防災推進員、自主防災組織委員等

には上級救命技能の習得を図り、災害時の救命率

を向上する。

地域系防災無線システムを更新し、デジタル化

を進めるとともに、避難想定人口37,500人の当初

２日分の食糧の備蓄に加え、災害弱者と言われる

高齢者や乳幼児に適した食糧、寝具や日用品など

の生活必需品の整備も進める。

（2）防災・安全センター（仮称）の整備
震災だけではなく、テロやＳＡＲＳをはじめと

する感染症など様々な危険から市民の安全を守る

危機管理の拠点として、災害対策本部の判断・指

揮機能を有する防災・安全センター（仮称）を設

置する。また、震災等の非常時には、災害対策本

部の判断だけでなく、混乱すると予想される窓口

サービスを支援するために、強固な情報システム

を整備する必要がある。整備にあたっては、従来

からの市民の個人情報を重視する姿勢を堅持し、

それを脅かすネットワーク接続は回避する。この

情報システムが有事にも稼動することを保障する

とともに、市民が安全問題への理解を高め、安全

文化を形成することを目指す。平常時から、シス

テムの骨格となる地理情報処理機能を活用した高

齢者や子育て家庭等の災害弱者に向けた支援サー

ビスを行う。さらに、関係機関及びボランティア

団体等との連携体制の確立、情報の有機的な活用、

従事者に対する寝具等の備蓄機能などの検討を費

用対効果も見極めながら進める。

10 市民活動の活性化と協働の推進

（1）コミュニティの活性化
市のコミュニティづくりは、コミュニティ構想

に基づき、市民が主体となって進められてきた。

その活動拠点として20館（分館等を含む）のコミ

ュニティセンターが設置されている。コミュニテ

ィ活動の開放性・透明性をより一層高めるため、

ホームページや広報誌の活用、コミュニティ評価

委員会
＊20

による評価など、情報提供・情報公開を

積極的に推進する。また、近年、電子的なネット

ワーク上の交流・連携も生まれているため、｢電

子コミュニティ｣の支援のあり方についても研究

していく。さらに、センター利用者の利便性向上

を図るため、施設予約状況が確認できるようなセ

ンター間の施設情報の共有化について検討する。

（2）協働推進体制の整備
ＮＰＯ団体、市民団体、ボランティア団体など

の社会貢献的な活動を行う団体と行政とが、それ

ぞれの特性を活かしながら、対等な立場でパート

ナーシップを発揮し、地域の課題解決や公的サー

ビスの提供に取り組めるような体制づくりを進め

る。そのため、ＮＰＯ活動の促進や協働のあり方

に関する市の目標や方針を示した基本計画の策定

作業を進めるとともに、市職員を対象とした意識

啓発に取り組む。また、従来からのＮＰＯ法人に

対する補助金や、研修・講座の開催などを充実さ
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＊20 コミュニティ評価委員会
コミュニティ協議会（公共的団体）のコミュニティづくりについて評価を行う
ため、武蔵野市コミュニティ条例に基づいて設置される委員会。平成１６年３月
に第１期委員会による評価報告書が提出された。

総合防災訓練

NPOによる子育て支援・こどもテンミリオンハウスあおば
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せ、団体の自立支援を行っていくと同時に、ＮＰ

Ｏや市民活動団体などが交流し連携を図っていく

ための拠点として、それら市民活動に関する様々

な情報提供と情報集約機能を持つ、サポートセン

ターの設置を検討する。

11 男女共同参画社会の推進

男女共同参画社会の実現には、男女がともに自

立した対等なパートナーとして、お互いに尊重し、

協力し合い、社会のあらゆる分野に自らの意思で

参画できることが重要である。全庁的な取り組み

を強化するとともに、市民との協働を促進する必

要がある。

（1）推進体制の整備と強化
社会の変化に対応した｢第二次男女共同参画計

画（21～25年度）｣を市民参加により策定すると

ともに、男女共同参画推進の指針となる条例の制

定について、市民とともに研究し、議論を深める。

（2）様々な活動の充実と環境整備
｢むさしのヒューマン・ネットワークセンター｣

は、自主運営の組織として充実を図る。性差によ

る社会的な不利益を解消し、就労環境を整備する

ため、保育・育児、介護などの支援機関との連携

を深めるとともに､就労に必要な能力を高めるセ

ミナーの開催や創業・起業等の情報を提供する。

市の施策への提言を行う審議会等の女性委員の割

合を一層高めるとともに、市として民間企業に対

するポジティブアクションを促す取組みを研究する。

女性に対する様々な暴力、メディアによる性差

別的な表現、性の商品化の拡大など、女性の人権

を侵害している多くの問題がある。関係機関との

連携を強化し、被害の防止と被害者の救済、自立

を支援するための体制整備をする。また、相談事

業の充実を図る。さらに、社会制度や慣行に存在

する固定的な性別役割分業意識の是正や、社会に

あふれる多様な情報の取捨選択、評価･利用する

能力（メディア・リテラシー）の向上などを図る

ため、引き続き情報誌の発行や講演会･講座の開

催などを通して真の男女共同参画を目指す社会風

土づくりを進める。

12 都市・国際交流の推進

（1）国内都市交流･協力の推進
姉妹友好都市の中には市町村合併を控えている

ところも多く、合併後に交流のあり方が変化して

いくことも考えられるが、合併後も可能な限り積

極的に交流を推進する。従来からの市民ツアーや

セカンドスクール、アンテナショップ、武蔵野市

交流市町村協議会
＊21

などの各事業を充実させつつ、

連携を深める。

また、市民レベルの交流をさらに活発にするた

め、市民が主体となり国内交流を進める体制づく

りを推進する。さらに、農業や自然体験など参

加・体験型の交流事業を推進していく。

（2）国際交流･協力の推進
積極的に国際交流事業を推進していくとともに、

拡大、発展してきた事業について役割分担を図り

ながら、武蔵野市国際交流協会や関係機関と連携

していく。事業ごとに目的を明確にして、単なる

繰り返しに陥らないよう、その成果をひとつずつ

検証し、更新していくことが必要である。なお、

武蔵野市国際交流協会の組織については、ＮＰＯ

法人化を念頭におきつつ、国の公益法人制度の抜

本的改革が平成18年度に予定されていることから、

その推移に留意しながらあり方も含めて計画的に

見直しを進める。

（3）外国人市民へのサービスの向上
市内に在住する外国人の数は増加している。在

住外国人にきめ細かな情報提供などのサービスを

行うほか、相互理解に向けた市民レベルの活動を

支援する。また、現在実施している外国人留学生

に対する支援の内容や方法を見直し、留学生ばか

りでなく、市民にも成果が還元されるような制度

79

＊21 武蔵野市交流市町村協議会
本市と姉妹友好都市として交流している各市町村間の連絡を密にし、協力して
友好親善の促進に努め、相互に交流を深めることを目的に結成され、各種事業
を実施している。



80

 

姉妹友好都市（国内・海外）

資料：環境生活部交流事業課

に再編成を行う。

13 生涯スポーツの振興

（1）スポーツ施策の多角的な検討
「生涯スポーツ社会」を目指し、スポーツ施策

を総合的に体系化、計画化する。｢スポーツ振興計

画（仮称）｣の策定にあたっては、体育協会や学識

経験者、市民の参画による検討委員会を設置し、

市のスポーツ施策や管理運営団体である（財）武蔵

野スポーツ振興事業団のあり方について多角的に

検討する。また、市民が気軽に身近でスポーツを

楽しめるよう、指導者を育成するとともに、総合

体育館を中心に、各学校や民間スポーツ施設をも

包括するネットワークを構築する。

（2）体育施設の整備・充実
市民が、スポーツを快適、安全に楽しめるよう

施設の整備、充実を図る。総合体育館は、計画期

間内に開設から20年目を迎える。温水プールも含

め、適切な維持管理と定期的な点検を行い、施設

劣化の防止に努める。また、市営プール管理棟は、

改装を行う。都立武蔵野中央公園スポーツ広場は、

多目的に利用され、関係者から改善要望も高い。

応分の市の財政負担も視野に入れ、都と十分協議

し、抜本的改修を行う。

14 特色ある市民文化の発展

市では、これまでもクラシックやジャズなどの

音楽専用ホール、美術館や茶室など多様な施設を

設置し、多くの市民が多様な文化を享受できる環

境づくりを進めてきた。今後も市民ニーズや時代スポーツを通じた『新しいふるさとづくり』市民大運動会
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の要請に応え、特色ある市民文化の創造・発展の

ためのプログラムや場の提供を進める。

本計画期間内には、三つの新たな施設の開設を

目指す。吉祥寺シアターは、現代演劇やダンスな

どの舞台芸術に特化した劇場として、平成17年度

に開館し、新たな都市文化の発信拠点を目指す。

武蔵境の農水省食糧倉庫跡地には、知的創造拠点

として図書館機能を中心に複合的な機能が有機的

に連携した｢新公共施設｣の建設を進める。また、歴

史資料館については、既存資産の有効活用を念頭

に、引き続き施設の構想の検討を進める。

なお、市民文化会館は、市の文化施策の拠点施

設であるため、舞台装置の維持管理など、計画的

な点検・整備を行っていく。施設の専門性を重視

し、文化施設としての高い水準を維持するととも

に、それを実現するため、管理運営団体である（財）

武蔵野文化事業団のあり方についても検討する。

また、同館を核として、市民の多様な要望に応え

ることができるよう施設間のネットワークを強化

していく。

市民文化の発展のためには、自主的な市民の文

化活動を支援していくことが必要である。自ら文

化活動を実践する市民のために、創作や稽古、発

表の場を確保するとともに、市民の声を聞きなが

ら、各施設がより活発な交流や文化創造の拠点と

なるような方策を検討･実現していく。

81

「図書館機能」を持つ施設 

「創作・練習・鑑賞」 
のための施設 「交流」のための施設 

「会議・研究・発表」のための施設 

北側の公園 

一
体
的
・
有
機
的
に
管
理 

（開架書架、閲覧スペース、軽読書コ
ーナー、レファレンスコーナー、情報
ブラウジングコーナー） 

（スタジオ（音楽・演劇・ダンス・美
術）、ギャラリースペース） 

（ワークルーム、ラウンジ、
託児室、プレイスペース） 

（学習ブース、研究・学習室、会議室） 

中央図書館 

連携 

連携 

連携 

吉祥寺図書館 

市民文化会館 
吉祥寺美術館 
などの文化施設 

一体的な管理 

まちづくりへの寄与 

武蔵境地区 
のまちづくり 

スイングホール 

・開かれた管理 

武蔵境新公共施設・「知的創造拠点」としての
管理運営イメージ

資料：新公共施設基本計画策定委員会報告書（平成１５年２月）

＊事業費については、新規事業と建設事業を除き、レベルアップ分を記載している。

緑・環境・市民生活

主な事業

市民・事業者・行政の協働関係の構築

家庭・業務部門への新エネルギーの導入

公園・緑地の新設と拡充

冒険遊び場の整備

仙川水辺環境の整備(仙川リメイク)

ＴＭＯ組織の設立

市民安全パトロール隊とホワイトイーグルの連携

避難所の水の確保

防災･安全センター(仮称)の設置

NPO活動促進基本計画(仮称)の策定

第二次男女共同参画計画の策定

市営プール管理棟の改築

吉祥寺シアターの開設

新公共施設の建設

歴史資料館の開設準備

年 度 別 計 画 （ 事 業 費 ）

2120191817

（単位：百万円）

34

200200200200582

101580

7575755784

1020

55555

454545

5821,720641

44

14

65033

151

4,2231,6642,680

392158

〇主な事業の実施予定及び事業費
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の検査機関との連携を強化していく。また、建築

物の中間検査等を厳格に実施するとともに、違反

建築物の摘発等を強化していく。

建築確認・指導行政の推進にあたっては、東京

都等の関係機関との連携を強化していく。

２　地域ごとの特色あるまちづくり

（1）土地利用のきめ細かな見直し
市民からの要求への対応を主とする需要対応型

のまちづくりから、将来展望に基づいた政策誘導

型のまちづくりへの転換を進める。

従来、用途地域の見直しは、決定権者である東

京都の方針として、全市域を対象に一斉実施する

ことが原則であったが、地域の実情に応じて将来

ビジョンに基づき随時見直すことに制度が変更さ

れた。この制度を活用し、適時適切な見直しを実

施することによって、土地利用誘導を行う。

また、合わせて市独自の特別用途地区の適用を

82

１　参加と連携によるまちづくりの推進

（1）参加と連携によるまちづくり体制の確立
今日、｢公｣と「私」の中間領域である「共」におい

て地域の力が育ってきている。また、市民などか

らの都市計画に対する提案制度が設けられるなど、

｢参加と連携｣が今後のまちづくりのキーワードと

なる。そのため、今後のまちづくりを推進してい

く仕組みなどを明確にする「まちづくり条例」を制

定する。

また、まちづくりに関するデータベースやまち

づくりバランスシートを開発することによって、

情報の共有化を進めるなど、市民が進めるまちづ

くりを支援するための仕組みを整備する。

（2）地域の力を活かしたまちづくりの推進
地域の力を活かしたまちづくりを推進していく

ため、アダプト・プログラム（企画・計画段階での

参加だけではなく、道路や公園等の公共施設の維

持・管理にまで市民が関わるシステム）を導入する。

また、本市に集積された様々な機能を活用する

とともに、それぞれが持っているノウハウをまち

づくりに活かすため、産学官の連携によるまちづ

くりを推進していく。

（3）建築確認・指導行政の推進
近年、法律の改正により建築確認検査機関の設

置が民間に開放されるなど規制緩和が実施されて

いる。建築行為自体は、周囲の環境や景観に大き

く作用するものであるため、規制緩和が街並みや

住環境を悪化させないよう、周辺のまちづくりや

地域のまちづくりルールとの調整の視点から民間

テーマ別市民会議「地域の力を活かしたまちづくり委員会」

０ 

１０ 

無
確
認 

不
接
道 

道
路
内
制
限 

建
ぺ
い
率
制
限

容
積
率
制
限 

高
度
地
区
斜
線

そ
の
他 

２０ 

３０ 

４０ 

５０ 

６０ 

７０ 

８０ 

（件） 

違反建築物摘発件数の推移 

１１年度 
１２年度 
１３年度 
１４年度 
１５年度 

０ 
（％） 

１０ 

１１年度 
１２年度 
１３年度 
１４年度 
１５年度 

２０ 

３０ 

４０ 

５０ 

６０ 

７０ 

８０ 

９０ 
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無
確
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不
接
道 

道
路
内
制
限 

建
ぺ
い
率
制
限 

容
積
率
制
限 

高
度
地
区
斜
線 

そ
の
他 

年度別割合比較 

違反建築物摘発件数の推移

資料：都市整備部建築指導課

資料：都市整備部建築指導課

年度別割合比較
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検討するなど、地域の状況にあわせた土地利用を

促す。

（2）都市景観の形成
美しい国づくり政策大綱に基づいて景観緑三法

が成立するなど、景観に対する意識が高まっている。

本市においてもふさわしい景観のあり方を確立

し、まちづくりを誘導するため景観条例を定め、

都市景観の形成を図る。

また、景観に配慮した街路灯の設置、電線類の

地中化を促進するほか、路上の不法看板等に対す

る取締まりや指導を市民と協働して推進する。

（3）身近な地区レベルのまちづくりの推進
地域の個性や風土を活かした特色あるまちづく

りを進めていくため、市民と市が連携し、きめ細

かなまちづくりビジョンを定めるとともに、地区

計画等の制度を活用したまちづくりを進める。

３　事業効果・環境共生等の視点

（1）効果が見えるまちづくりの推進
まちづくりは長期的な展望に立って進めるもの

であり、計画決定から事業完了までに長い期間を

要する。また、都市基盤整備への投資は、駅周辺

地域に集中する傾向があり、市民にとっては事業

効果を実感しづらい側面を持っている。

そのため、事業推進にかかる時間管理やコスト

管理の徹底、事業費の重点的な配分により、事業

効果が早期に現れる公共事業を実施するとともに、

地域それぞれにとって重要な事業を優先的に進め

るなど、事業効果が見えるまちづくりを推進して

いく。

また、事業を効率的に実施していくため、ＰＦＩ
＊22

などの手法の導入についても検討していく。

（2）環境共生への配慮
環境との共生は、まちづくりの大きな課題であ

る。そこで公共施設の整備にあたっては環境への

負荷を低減する工法の採用や、適切な維持管理を

行うことによって、施設の耐用年数の延伸化を図る。

民間住宅に対しては、太陽光発電ほかの省エネ

ルギー、雨水利用など環境に配慮した住まいづく

りを誘導する。

（3）ユニバーサルデザインの視点の積極的導入
本市では、第三期基本構想にＴＷＣＣの理念を

掲げ、先進的にバリアフリーのまちづくりに取り

組んできた。

83

電線類の地中化をした「かたらいの道」

＊22 PFI（Private Finance Initiative)
公共施設の整備や公共サービスの提供にあたり、民間の資金とノウハウを活用
し、効率的で質の高い行政サービスを達成することを目的として事業を推進す
る手法。

資料：武蔵野市交通バリアフリー基本構想

道路のバリアフリー化
車両乗り入れ部改善

幅の広い歩道整備（電線地中化など）

視覚障害者誘導用
ブロックの設置

音響式信号の設置



すでに存在している障壁を取り除く視点のバリ

アフリー化をさらに推し進める一方、事業立案の

段階から、誰にとっても快適なまちづくりを進め

るユニバーサルデザインによるまちづくりを進める。

４　防災・防犯施策の推進

（1）災害に強い都市基盤整備の推進
地震や風水害など様々な災害を想定し、災害発

生後の対応策等も計画に織り込んだ都市基盤整備

を推進することにより、安全・安心なまちを構築

していく。

また、被災後にもスムーズな復興を行うため、

応急危険度判定体制の確立や震災復興マニュアル

などの備えを包括的に行う。さらに、国土調査法

に基づき、土地に関するデータの整備を進める。

（2）防災空間の確保
公開空地や公園等の避難空間を確保するととも

に、幹線道路沿道の高度利用の誘導や木造建築物

の不燃化を促進し、延焼遮断機能等を拡充していく。

（3）建築物の安全性の向上
公共建築物や不特定多数の人々が利用する民間

施設及び住居系建築物を中心として、安全性を確

保するため、耐震診断や耐震改修を進める。

また、雑居ビル等を対象として、関係機関との

連携により防災安全対策の指導等を強化していく。

（4）建築物応急危険度判定制度の整備
災害時における被災建築物の応急危険度を早期

に判定できる体制を整えるとともに、建物復旧の

ための被災度区分判定も実施可能な体制づくりを

進める。

（5）防犯性の高いまちづくり
都市における防犯対策の大きな課題の一つは、

地域コミュニティの再生にあることから、自らが

住む身近な地域への関心を高めると同時に、コミ

ュニティの再生にも資するアダプト・プログラム

（１．（２）に記載）の導入を推進していく。

また、死角のできにくい安全なまちづくりを継

続するとともに、街路灯の照度アップに取り組み、

明るいまちを構築する。

５　住宅施策の総合的推進

（1）計画的な住宅政策の推進
これまで培われてきた良好な住環境を受け継ぎ、

計画的に住宅政策を推進していくため、住宅マス

タープランに基づいた事業を推進するとともに、

住宅・住環境を取り巻く状況の変化などに応じ、

住宅マスタープランの改定を行う。

（2）公的住宅建替事業に伴う環境整備
都営武蔵野アパートの建替事業では、東京都と

連携して、福祉施設の併設、緑豊かな歩行者専用

道路｢緑の回廊｣の整備や市道の線形改良などを推

進する。桜堤団地の建替事業においても、関係機

関と密接な連携を図り、周辺地域と一体となった

良好なまちづくりを推進する。

また、安全性の確保、居住性の向上等のため、

築後40年前後を経過した市営住宅の建替えを行う。

（3）良質な住まいづくりの推進
政策誘導型の融資制度や優良住宅の事例紹介な

どにより、良質な民間住宅の建設を誘導する。ま

た、民間賃貸住宅情報のネットワーク化、住環境

情報のデータベース化等により、高齢者や障害者、

外国人など多様な市民の居住を支援する。
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今後、マンション老朽化に伴う様々な問題が懸

念されることから、管理組合や区分所有者の自助

努力に対する支援を基本に、分譲マンションの維

持管理、建替え等の支援を進める。

（4）安全・安心な住まいづくりの推進
住まいの防犯フェアや住宅相談会の開催などに

より、市民の防犯意識を喚起し、住宅や地域の防

犯性を高める。

民間住宅耐震助成の継続や耐震アドバイザー派

遣などにより、耐震診断・改修を促進し、住宅の

耐震性向上を図る。

（5）環境に配慮した住まいづくりの推進
住まいづくりにおける環境への配慮を進めるた

め、太陽光発電設備の設置促進、エコライフ体験

機器の貸出し、「えこらぼ家楽塾
＊23

」などの実施や

民間住宅での雨水利用促進を図る。

６　円滑な移動環境の整備

（1）スムーズな道路交通環境の整備
市民交通計画に基づき、誰もが利用しやすい交

通体系を実現するため、安全で快適な道路整備、

自転車、自動車の適正利用、公共交通の利便性向

上等の施策を行うとともに、計画の定期的な見直

しを図る。

円滑な移動環境を確保するため道路交通ネット

ワークを見直すとともに、右折車線やバスベイの

設置、「交差点すいすいプラン１００事業」の促進を

東京都に働きかける等、交通渋滞の緩和を図る。

また、信号機や横断歩道等の交通安全施設の整

備により、歩行者の安全・快適な移動を確保する。

吉祥寺駅周辺地域では、違法駐車の防止指導の

ほか、携帯電話等による駐車場の案内・誘導や、

商店街の荷捌き車両対策を実施する。

（2）公共交通への転換
自家用車等から公共交通機関への転換を促進す

るため、パークアンドバスライドを推進すると同

時に、バス等の運行定時性の確保や交通機関相互

の円滑な乗り継ぎ環境の整備など、公共交通機関

の利便性向上を図る。

（3）ムーバスの展開
本市が全国に先駆けて始めたコミュニティバ

ス・ムーバスは、全国的に広がっている。ムーバ

スは福祉、コミュニティ、交通などに関わる総合

行政の一環として運行を開始したものであるが、

公共交通機関への転換を促す契機になるなど、本

市の公共交通体系を再構築することにもなった。

近隣市とも連携し、ムーバスネットワークを完

成させるとともに、交通空白・不便地域の解消を

図る。また、既存路線の利便性の向上、車両のバ

リアフリー化や低公害化を進める。
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＊23 えこらぼ家楽塾（やがくじゅく）
エコ（環境）とコラボレーション（協働）で家づくりを楽しむ市民塾。良質な
住まいづくりの促進を目的に、講演会や見学会、体験講習会などを開催してい
る。

エコライフ体験機器の貸出し（おひさま発電キットと雨水貯留タンク）



（4）自転車対策の推進
自転車は便利な移動手段であるが、使用者のマ

ナーによっては歩行者に対して危険となり、放置

自転車などの問題にもつながる。自転車の適切な

利用を促進していくため、安全な走行環境を確保

し、運転者に対する交通ルールの周知、運転マナ

ーの啓発を進める。

また、駅周辺の放置自転車を減らして、快適な

歩行環境と自転車の利便性を向上させるため、駐

輪場の確保を進め、自転車の利用形態の工夫や効

率的な利用方法を検討する。

（5）バリアフリー化の推進
ノーマライゼーションの理念を実現するため、

交通バリアフリー基本構想に基づき、関係機関と

連携して吉祥寺・三鷹各駅への下りエスカレータ

ー、エレベーターや多機能トイレの設置などを進

め、公共交通機関による移動環境を改善する。ま

た、音響式信号機への改良やノンステップバスの

導入などを進める。

さらに、歩道へのベンチの設置なども推進して

いく。

７　道路ネットワークの整備

（1）都市計画道路ネットワークの再構築
多摩地域全域に共通する南北方向の道路問題は、

ＪＲ中央線連続立体交差事業の進捗に合わせた道

路整備により、徐々に解決されつつあるので、次の

時代に向けた多摩地域における都市計画道路の整

備方針の策定や、現在負荷がかかっている東西幹

線道路の整備について、関係機関へ働きかけていく。

（2）市施行の都市計画道路の整備推進
都市計画道路3･5･17号線（成蹊通り）他の整備を

推進するとともに、都市計画道路3･6･1号線（境南

コミュニティ通り）他を事業化していく。

現在、都市計画道路7･6･1号線（御殿山通り）は

市民参加で整備計画づくりを進めているが、今後

も道路づくりにおける市民との協働を進める。

（3）東京都施行の都市計画道路の整備促進
都市計画道路3･3･6号線（調布保谷線）は、事業

推進を東京都に働きかけるとともに、自転車道な

ど市民参加による環境施設帯の検討を進める。

都市計画道路3･4･24号線（天文台通り）は、ＪＲ
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三鷹駅 

中央線 

ムーバス路線図 
資料：交通対策課
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井の頭通り 

五日市街道 

［パークアンドバスライド駐車場］ 

武蔵境駅 

ムーバス4号路線 

三鷹駅北西 
循環  

ムーバス2号路線 

吉祥寺北西 
循環  

ムーバス1号路線 

吉祥寺東 
循環  

ムーバス路線図

資料：都市整備部交通対策課
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都市計画道路路線図

都市計画道路路線図

資料：都市整備部まちづくり推進課

市施行

東京都
施　行

他

３・５・１７号線(成蹊通り） 1,020m 12m 早期完成 （未完成区間340m）
３・４・２７号線（境北口広場～境南通り） 150m 16m 連続立体交差事業に合わせた完成
７・６・１号線(御殿山通り） 400m 10m 早期完成
３・６・１号線（武蔵野赤十字病院北側区間） 340m 11m 早期事業化
３・４・１３号線 430m 16m 早期事業化
３・３・１４号線（吉祥寺駅南口広場、約１９００�） 早期完成
３・３・２３号線（武蔵境駅北口広場、約６７００�） 連続立体交差事業に合わせた完成
武鉄中付２ 300m 10.5m 連続立体交差事業に合わせた完成
３・４・１０号線(五日市街道） 3,210m 16m 事業化要望
交差点すいすいプラン１００ 計1,130m 16m 早期完成要望（市内3箇所）
３・３・６号線（調布保谷線） 1,610m 36m 事業推進と環境施設帯の検討
３・４・２号線（天文台通り） 300m 16m 事業化要望
３・４・２４号線（天文台通り） 1,000m 16m 事業推進要望
３・４・２４号線（アジア大学通り～公団通り） 280m 16m 事業化要望
武鉄中付１（一部市施行） 320m 6～13m 連続立体交差事業に合わせた完成
武鉄中付３（一部市施行） 540m 8.5～9m 連続立体交差事業に合わせた完成
外かく環状道路 方針変更による地上部まちづくり等の議論を進める
三鷹駅南口広場(三鷹市施行） 協定に基づく事業費の一部負担

路　　線 延　長 幅　員 内　　容

都市計画道路整備予定路線

中央線連続立体交差事業に関連する区間の整備促

進と併せて、事業化が未定となっている区間の事

業推進を東京都に働きかける。

また、都市計画道路3･4･10号線（五日市街道）な

どについて拡幅等事業化の推進を東京都へ要請する。

（4）外かく環状道路への対応
外かく環状道路については、国と東京都が大深

度地下方式による構造へと方針変更したことによ

り、大きく状況が変化している。そのため、将来

を展望した地上部のまちづくりなどについて、時

代の変化に合わせた多角的な観点により議論を進

めていくと同時に、国や東京都に働きかけていく。



（5）生活道路の整備
区画道路、狭あい道路、市道などの身近な道路

整備事業については、それぞれの計画に基づき、

着実に整備・改修を進めていく。

（6）道路整備と連携したまちづくりの推進
道路の整備と合わせて、道路沿道のまちづくり

を一体的に推進していく。その際、必要であれば

沿道の用途地域等の見直しをするなど、適正な土

地利用の誘導を行い、良好なまちづくりを実現する。

（7）人にやさしいみちづくりの推進
道路の整備にあたっては、スムーズな交通環境

の整備と同時に安全・安心な道路づくりを重視し、

人にやさしいみちづくり事業などを進めていく。

８　上・下水道の整備

（1）安全でおいしい水の安定供給
平成16年度に通水50周年を迎えた水道は、市民

にとって最も重要なライフラインである。通水50

周年を契機に水の大切さを市民に積極的にＰＲし

ていく。

本市では、主に地下水源を活用して給水を行っ

ているが、今後も水質やセキュリティを重視しな

がら、東京都との連携により、安全でおいしい水

を供給していく。

水の安定供給を図るため、配水管の新設・増径

など配水管網の整備、浄水場・水源施設の整備・

改良を行うほか、直結給水方式へ移行するための

施設整備を行う。また、渇水や災害等の非常時に

備えて、第一・第二浄水場相互のバックアップ体

制の整備や配水池の増設を行う。

長期的な視野に立った効率的な経営、計画的な

施設改善を実施するための財政計画を策定し、今

後とも必要な投資を続けるとともに、適正な受益

者負担のあり方を研究する。

（2）下水道処理システム整備の推進
老朽化、流下能力不足の管渠を計画的に整備す

るとともに、適切で計画的な維持管理を行う。

また、集中豪雨時の浸水被害軽減のため、雨水放

流幹線等を建設し、雨水浸透施設の設置を促進する。

さらに、災害に強いまちづくりの一環として、

施設の補強、補修等により耐震性を向上させる。

吉祥寺駅周辺の下水の臭気調査結果に基づき対

策の研究を行う。

（3）水循環システムの確立
市の下水道管は大部分が合流式であり、雨天時

には水質汚濁、衛生等の問題が発生する恐れがあ

る。このため、貯流管、雨水放流管や雨水浸透施

設の設置により、水質の保全に努める。また、根

本的な解決策となる分流式への変更については、

多大な投資を必要とすることから、財政的な問題

も含めて調査検討を行う。

９　吉祥寺圏の整備

（1）グランドデザインに基づくまちづくり
吉祥寺が今後も持続的に発展していくために、

吉祥寺のグランドデザインを構想し、吉祥寺新時

代に向けたまちづくりを推進していく。（詳細は

第２章１優先施策（5）に記載）

また、これと並行して、４つのゾーンごとに特

色を活かしながら、以下の事業を推進していく。
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水道通水50周年を記念して作成、販売したペットボトル

吉祥寺駅 
JR中央線 

五日市街道 

井の頭通り 

京
王
井
の
頭
線 

吉祥寺通り 

ウエスト吉祥寺 

セントラル吉祥寺 

イースト吉祥寺 

パーク吉祥寺 

吉祥寺の4つのゾーン図

資料：都市整備部
吉祥寺まちづくり
事務所
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（2）セントラル吉祥寺（中央地区）
Ｆ＆Ｆビルの耐震改修・外装リニューアルの推

進。北口ハモニカ横丁の整備方策の検討等。

（3）イースト吉祥寺（東部地区）
吉祥寺シアター、吉祥寺図書館を核とした文化

のまちづくりの推進。市道第298・299号線の整備。

地区の活性化方策の検討。末広通りの電線類地中

化と歩行空間整備の検討。

（4）ウエスト吉祥寺（西部地区）
商業エリア内の道路のカラー舗装化や歩行者の

安全性・快適性向上策の推進。ミニ公園などの適

切な公共空間の確保。

（5）パーク吉祥寺（南口地区）
南口駅前交通広場の整備。パークロードの歩行

者の安全性・快適性の向上。吉祥寺駅南口周辺再

整備構想の策定。井の頭公園へのアクセス環境の

向上。

（6）吉祥寺駅周辺の交通対策
吉祥寺駅周辺地域では、通過車両と来訪車両の

通行が分離しにくい道路体系になっているなどの

問題がある。そのため交通の流れをスムーズにす

る工夫が必要であり、違法駐車の防止指導のほか、

携帯電話等による駐車場の案内・誘導や、商店街

の荷捌き車両対策などを実施していく。

駅周辺の放置自転車の減少を図るため、駐輪場

の効率的利用を進めるとともに、歩道上の登録駐

輪場の廃止を目指す。

（7）「安全、清潔、楽しいまち吉祥寺」の推進
「安全、清潔、楽しいまち吉祥寺」をスローガ

ンとして、迷惑喫煙、ポイ捨て、落書きを防止す

る施策を進める。

さらに吉祥寺が安全・安心なまちでありつづけ

るため、Ｆ＆Ｆビルの耐震補強を実施するほか、

雑居ビル等を対象とする防災対策や防犯対策を推

進していく。

（8）外かく環状道路
７道路ネットワークの整備（4）に記載

10 中央圏の整備

（1）三鷹駅周辺の整備
北口補助幹線道路の整備を引き続き推進する。

また、都市計画道路7･6･1号線（御殿山通り）は、

玉川上水の景観にも配慮しながら市民との協働に

より整備を進めていく。

駅周辺の放置自

転車の減少を図る

ため、駐輪場の効

率的利用を図ると

ともに必要な駐輪

場の整備を進め、

将来的には歩道上

の登録駐輪場の廃

止を目指す。

（2）駅周辺地区の将来像の確立
三鷹駅北口周辺は、基本的な都市基盤は整って

いる。しかし、低・未利用地が散在し、民有地の

状況によって、今後、大きくまちが変貌する可能

性がある。そのため、駅周辺地区のまちづくりに

関しては、土地利用のガイドライン策定などにつ

いて総合的に研究する。

また、駅前広場の歩行者と自動車の動線が輻そ

うしている現状から、駅周辺地区を含めた交通動

線の再検討を行っていく。

（3）大規模団地建替えへの対応
緑町団地エリアの整備は、平成22年度を目途に

障害者福祉施設や児童福祉施設を併設する都営武

89

戦後の闇市の面影を残す吉祥
寺駅前のマーケット「ハモニ
カ横丁」

市民との協働により整備を進めている御殿山通
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蔵野アパートの建替事業が進められており、周辺

地域と一体となった良好なまちづくりを推進して

いく。

（4）快適な道づくりの推進
駅から市民文化会館への快適なアクセス道路と

して、沿道関係者の協力を得ながら「かたらいの

道」の整備を進めていく。

（5）西久保2・3丁目の整備
西久保2･3丁目の木造住宅密集地域については、

市道第295号線等の区画道路や狭あい道路、公園

などの公共空間の拡充整備を促進し、地域の快適

性、安全性、防災性を向上させていく。

11 武蔵境圏の整備

（1）武蔵境駅周辺の整備

（2）ＪＲ中央線の連続立体交差事業の促進

（3）農水省食糧倉庫跡地の整備
以上は第２章１優先施策（6）に記載

（4）快適な環境の整備
桜堤団地区域内をはじ

めとして、武蔵境圏を東

西に流れる仙川の親水化

事業「仙川リメイク」を引

き続き進めていく。

（5）大規模団地建替えへの対応
都市再生機構が桜堤団地建替事業を進めている

が、引き続き住棟建設が予定されている工区の整

備等について、関係機関等との協議を継続していく。
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コンクリート三面張りの川を自然護岸に
改修し、親水化をはかった仙川

＊事業費については、新規事業と建設事業を除き、レベルアップ分を記載している。

都市基盤

主な事業

都市景観の確立と景観条例の制定

市営住宅の建替え

ムーバスネットワークの整備と利便性の向上

自転車駐輪場の確保と利用形態の工夫

交通バリアフリー基本構想の推進

都市計画道路 3・6・1号線の事業化

都市計画道路 7・6・1号線の整備推進

都市計画道路 3・4・27号線の整備推進

人にやさしいみちづくり事業の推進

上水道配水管網整備の推進

下水道施設の再構築

吉祥寺グランドデザインの策定と実現化方策の検討

吉祥寺駅南口駅前交通広場の整備

三鷹駅北口地区のリニューアルの検討

鉄道連続立体交差事業の完成

武蔵境駅北口広場等の整備

年 度 別 計 画 （ 事 業 費 ）

21201917

（単位：百万円）

14

620262410

68

9

100100100104180

30029029029015

141471332283282

50100129192

1001001325549

500500500700700

200200200200203

1010101010

100100100100100

575358039591,065

6671,0006725

18

〇主な事業の実施予定及び事業費



5　行・財政 

第
2
章
　
施
策
の
体
系 

１　市民パートナーシップの積極的推進

本市は、武蔵野方式といわれる長期計画の策定

や市民によるコミュニティセンターの自主管理・

運営など、全国に先駆け、様々な分野で市民参加

による行政を進めてきた。地方分権推進一括法の

施行をはじめとして、地域の課題は、住民に身近

な地方自治体で解決することが求められており、

これまで以上に市民と市がパートナーシップを組

んで地域の課題に取り組むことが必要である。特

に、本計画期間中に定年退職を迎える「団塊の世

代」の人々の力を、いかに地域に活かしていくか

が大きな課題である。

（1）地域の力を活かした事業の推進
テンミリオンハウスの管理運営、レモンキャブ

の運行や一時保育サービスなどの事業に、ＮＰＯ

や市民ボランティアが参画し、地域の実情や市民

ニーズに応えるきめ細かなサービスを提供して、

成果を上げている。地域を見渡せば、子育てを終

えた世代や民間企業の退職者、また定年を迎える

団塊の世代など専門的知識や技術を有する市民が

多数住んでおり、ボランティアに対する意識も高

い。今後とも新たな事業を検討する際や、既存事

業の見直しの際には、ＮＰＯへの委託や協働、市

民ボランティアの参加を前提に事業を構築する。

また、平成11年度から開始した中高年齢者・障害

者雇用創出事業では、市民の知識と経験が市役所

の様々な分野で生かされており、市の業務への市

民参加の一つとして、引き続き実施していく。

（2）市民参加の場の拡大
市民委員会方式の長期計画策定をはじめとして、

市が設置する審議会・委員会には、これまでも多

数の市民が委員として参加してきた。今後は市民

の多様化するニーズを市の計画に適切に反映する

ため、審議会・委員会への公募委員を拡充してい

く。審議会等に参加した委員に対しては、活動成

果が施策にどのように反映されたかを説明するな

ど、市民参加の双方向性を強化する。

さらに、幅広く市民の声を市政に反映させるた

め、計画段階での意見募集（パブリック・コメン

ト）の手続きを推進する。また、市民が市の施策

等に対して自由に意見を述べるシステムとして、

電子会議を積極的に活用する。

２　市民ニーズに応えるサービスの提供

市民の生活様式の変化に合わせて、インターネ

ットなどのＩＴを利用して、市民ニーズに的確に

応えるサービスを提供することが必要である。

（1）ＩＴを活用したサービスの拡大
市民が、自宅に居ながら、市の事業への参加申

し込みや、証明書などの発行の請求ができる電子

申請システムの開発を進めており、平成17年中に

実施の予定となっている。この電子申請システム

を積極的に利用し、申請可能範囲を拡大していく。

法人市民税や固定資産税（償却資産）についても

電子申告の導入を検討し、インターネットを利用

した公金の支払が可能となるマルチペイメントシ

ステムの検討を行う。図書館においては、インタ

ーネットを利用した図書の予約など、サービスの

充実を図る。総合サービスカード（ＩＣカード）

については、個人情報保護などの観点から慎重に

検討を続ける。

また、震災等の非常時には、窓口サービスの混

乱が予想されることから、強固な情報システムを

整備するなど、非常時のＩＴを使った行政サービ

ス提供体制の整備を図る。

（2）行政サービスの提供機会の拡大
市はこれまで、図書館や総合体育館、中央市政
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センターなどでサービス提供時間の拡大を行って

きたが、今後も一層の市民サービス向上のため、

市役所の休日開庁や窓口開設時間の延長等を検討

する。また、コンビニエンスストアや郵便局のＡ

ＴＭなどを利用し、税金の支払ができるようにす

るなど、市内に点在するサービス機関を利用し、

市の窓口機能を拡大していく。

（3）市民要望に的確に応える仕組みづくり
市民から市に寄せられる相談、要望のうち、典

型的なものについては、「よくある市民相談Q＆

A」（仮称）として質問の内容と回答をホームペ

ージ上で公開し、市民が市役所に足を運ぶことな

く、必要な情報を得られる仕組みを作る。また、

市役所の各種の相談窓口の連携を強化し、ネット

ワーク化することで、市民の様々な相談に的確か

つ迅速に対応する。さらに、市政等に関する様々

な情報をわかりやすく、丁寧に市民に説明する仕

組みとして、市政を熟知した職員を「市政コンシ

ェルジュ（市政の案内人）」として設置すること

を検討する。

３　積極的な情報発信と情報セキュリティ
の徹底

市の情報提供については、市民にもっとも利用

されている市報をさらに充実させるとともに、イ

ンターネットの速報性や、動画などの視覚性に優

れた点を生かすなど、効果的に行っていく。また、

市の業務のＩＴ化に伴い、市民に関する様々な情

報がデータ化されて保有されている。これを確実

に保護するため万全なセキュリティ対策を全庁的

に実施していく。

（1）インターネットによる情報提供の推進
市のホームページは、新しい情報をきめ細かに

わかりやすく掲載するよう、内容を充実させると

ともに、利用者が必要な情報を簡単に取り出せる

ように、ユニバーサルデザインの視点も含めて、

操作性を向上させていく。また、動画や音声等に

よる情報提供を実施する。さらに、メールマガジ

ンやメーリングリストを利用し、子育て中の市民

や、スポーツに興味のある市民など、特定の人に

対し必要な情報だけを送信する情報提供の仕組み

を検討する。

（2）市政・地域情報の充実
市や地域に関する情報をわかりやすく、整理さ

れた形で市民に提供するため、地域情報コーナー、

市政資料コーナーの充実を図る。市政資料コーナ

ーでは、保有する資料の目録をデータベース化し、

必要とする資料を簡単に検索できるようなシステ

ムを開発する。地域の古文書や公文書等を収集、

整理、保存し、公開する歴史資料館に関しては、

展示の内容や運営方法、館外の歴史資料とのネッ

トワークなどについて検討を進め、活発に利用さ

れる施設として開設を目指す。

（3）情報セキュリティの徹底
市の業務のＩＴ化に伴い、市民の個人情報をは

じめ、様々な情報資産がデータ化されている。個

人情報を保護することは市民から信頼されるため

に、最も基本となることである。これら市民の情

報資産を確実に保護するために、情報セキュリテ

ィ方針を全職員に徹底するとともに、その内容も

定期的に見直す。さらに、外部の団体による監査

を実施し、セキュリティ対策の検証も行う。また、

市のホームページを情報の発信源として充実させ

ていく中で、内容が改ざんされることのないよう、

ホームページサーバーのセキュリティ管理の強化

を行う。
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目標と活動指標を設定し、達成状況の評価を着実

に行い、事業コストなどの財務情報を活用し、効

率的な行政運営を進める。

（5）公共施設の計画的整備
中・長期的な視点から、公共施設の維持・更新

計画（アセット・マネジメント・プラン）を作成する

とともに、財政計画との整合性を常に検討する。

また、施設ごとに劣化状況を把握し、更新時期

を割り出した計画に基づき、公共施設の計画的整

備を行い、維持管理費の縮減、施設の耐用年数の

延伸を図る。さらに「防災」「安全」「福祉」「環

境」等の視点から、総合的な整備計画を策定し、

実施していく。また、改築、新築の際には、施設

単位で総合的な観点からランニングコストを評価

し、削減していく手法を検討するとともに、利用

者の満足度調査や地域住民に対する評価の調査を

実施するなど、住民のニーズを適切に反映した施

設整備を行っていく。

また、武蔵境市政センターは、ＪＲ中央線連続

立体交差事業の完成や武蔵境駅周辺まちづくりと

の関連の中で改築等を検討する。

（6）財政援助出資団体の経営改善の推進
財政援助出資団体は、基本的に市政の代替・補

完機能を担っている。そのため、団体の設立者で

ある市は、各団体がその設立目的を的確に果たす

よう、指導監督する立場にある。

そこで団体の財政運営や組織・人事制度、定数

などについて適切な関与を行うとともに、経営評

価制度を導入し、事業の効率化や運営の適正化・

活性化に向け、自己点検、自己評価など団体の主

体的な取り組みを促進する。

また、団体のあり方について

は、再編も含めた抜本的な見直

しを行う。
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４　健全な財政運営の維持

財政運営の基本は、財政規律を維持しながら、

時代の変化に対応した重点施策へ資源配分を行い、

サービス提供の効率性を高めていくことにある。

（1）財政運営のガイドラインの設定
市の健全な財政運営を今後も継続し、後世代に

負担の先送りをしないために、バランスシートの

財務情報等を活用して財政運営のルール化を図り、

責任ある財政運営のガイドラインの設定を検討す

る。

（2）会計改革の推進
発生主義会計に基づく財務諸表（貸借対照表、

行政コスト計算書、キャッシュフロー計算書）や

財政援助出資団体までを含めた連結財務諸表等を

引き続き充実させ、会計改革を進め、市民に分か

りやすい財務情報の提供に努めていく。

（3）適正な受益と負担
市民に行政サービスのコストを示し、受益に見

合った適正負担の観点から、保育料をはじめ使用

料、手数料等を見直し、さらに業務やサービスの

あり方まで含めた改善を行う。また、歳入確保策

として新たな財源である広告料収入等の検討や、特

許料などの知的財産権取得の研究を引き続き行う。

（4）評価に基づいた計画的な予算編成
行政評価を着実に行い、長期計画の達成状況を

管理し、事務事業の改善・見直しを図る。

予算編成においては、主要な事業について成果

各財政援助出資団体の主な業務

資料：企画政策室企画調整課

区　　分 団　体　名 業　　務　　内　　容

（財）武蔵野市開発公社 武蔵野市における都市開発事業の円滑な推進

武蔵野市土地開発公社 公共用地の先行取得・管理

（財）武蔵野市福祉公社 在宅高齢者に対する健康づくりの情報と福祉サービスの提供
出資団体

（財）武蔵野文化事業団 市民が行う芸術文化の創造活動の援助

（財）武蔵野健康開発事業団 健康医療情報の提供及び各種検診事業、調査研究の実施

（財）武蔵野スポーツ振興事業団 生涯体育の視点からのスポーツ振興事業の実施

（社）武蔵野市シルバー人材センター 高齢者への就業機会の提供

（社福）武蔵野市民社会福祉協議会 社会福祉事業に関する調査・企画・広報

援助団体 武蔵野市国際交流協会 市民レベルの国際交流事業の促進

武蔵野市子ども協会 地域住民による青少年の育成活動の促進

（社福）武蔵野 地域における必要な福祉サービスの総合的な提供



５　時代の変化に対応する柔軟な行政運営

行政サービスの向上やスリムで機動的な組織体

制の確立、職員の能力を最大限に発揮できる機能

的な組織運営などを行い、時代の変化に的確に対

応する効率的で柔軟な行政運営を推進していく。

（1）地方分権等への的確な対応
国においては、道州制や大都市制度のあり方な

ど我が国の戦後地方自治制度の枠組みを変える改

革が議論され、また、地方財政の自由度を高め、

地方分権を一層推進することを目的とした国庫補

助負担金改革・税源移譲・交付税改革からなる三

位一体改革等の地方行財政改革が行われている。

さらに、構造改革特区や地域再生計画等による規

制緩和も推進されるなど、地方分権改革が進行し

ているが、これらの動きに対し、的確かつ速やか

に対応できる庁内体制を継続的に整備する。

（2）市の役割分担とアウトソーシング
行政サービスの供給主体のあり方を検討し、市

と市民・企業・ＮＰＯ等との役割分担を見直すと

ともに、必ずしも市が直接実施する必要のない業

務については、積極的に民間等への委託化を推進

する。職員の福利厚生事業のアウトソーシング、

ごみ収集業務や庁内印刷・文書発送の委託化等、

民間の力の活用を図る。さらに、公の施設の管理

運営について、指定管理者制度を導入し、民間へ

の開放を進める。

（3）ＩＴを活用した事務事業の推進
事務事業の執行については、ＩＴを積極的に活

用し、徹底した効率化を図っていく。そのため、

電子自治体として、全庁的な推進体制の整備やＩ

Ｔを活用できる人材、指導できる人材の育成を行

うとともに、総合情報化推進計画に沿った事業運

営とその見直しを行う。

ＩＴ活用に際しては、市民サービスの向上や新

しいサービスの開拓、業務の効率化、セキュリテ

ィ対策の徹底などを図るため、業務手順書の作成

など品質管理システムの仕組みづくりを前提とし

て、課税、収納事務の連携と効率化を図るための

税務総合電算システムや、戸籍事務の効率化、窓

口サービスの向上のため戸籍事務の電算化を検討

する。

（4）効率的な行政運営と説明責任の強化
市の施策の役割や効果について点検・評価し、

事務事業の見直しを持続的に行う。また、新規事

業は原則としてサンセット方式を採用する。本市

単独では対応が困難な諸問題の解決や、広域で対

応した方がより効率的な取り組みを行うことがで

きる施策については、引き続き近隣自治体等と連

携する。適正で効率的な行政運営を確保し、市政

に対する信頼性を向上させるとともに、市のアカ

ウンタビリティ（説明責任）を向上させるために、

監査委員監査の強化を行い、それを補完する目的

で外部監査制度の導入を検討する。さらに、行・

財政運営に関する基本方針を策定し、行・財政改

革に取り組んでいく。

（5）ＮＰＭの活用と研究
財政収支の悪化を背景に、地方自治体において、

ＮＰＭの導入が盛んに行われている。本市におい

ても、バランスシート、行政評価や目標管理制度

等のＮＰＭ手法を導入しているが、それらを活用

し行財政の効率化を図る。さらにＰＦＩをはじめ、
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　市は、市民がどの程度満足して
いるかをつねに意識して行政を
進めていく 

　民間の手法を取り入れた行政の
見直しを考える 

　職員定数の見直し、外部委託の
推進などいっそうの行政改革を
進める 

　職員を削減し、市民の嘱託員を
雇用するなど市役所の仕事に市
民が参加できるようにする 

　公共サービスを行政が独占する
のではなく、NPOなどの非営
利団体と協力してやっていく 

６３ 

４１ 

３３ 

３２ 

２４ 

市政のあり方

資料：市民意識調査
（平成１５年９月）

単位：％
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ＡＢＣ
＊24

やＢＳＣ
＊25

などＮＰＭ手法について研究す

る。

（6）柔らかい組織の確立と職員育成
時代の変化や市民のニーズに的確に対応できる

よう、市の組織を継続的に見直し、柔軟な構造と

していく。目標を定めて職員定数の適正化をさら

に推進し、職員の採用については、職を特定した

民間公募、任期付採用、中高年齢者・障害者雇用

創出事業による嘱託員や、専門的な知識・経験を

有する専門委員等の柔軟な任用形態を研究する。

また、目標管理制度などにより職員の能力と業績

に見合った適正な人事管理を徹底する。

地方分権時代を迎え、職員には市民からの要望

や苦情などの中から新たなニーズをつかむ感度と

センスが必要となる。とりわけ中間管理職は、職

員が市民とのふれあいの中からつかみとった課題

を市の施策に結実させるという重要で困難な任務

がある。そのため、職員の生涯学習、とりわけ若

い時期から自主的かつ系統的な能力開発が必要と

なる。中長期的な研修プログラムの開発やプロジ

ェクトチームなどの柔軟な組織の活用、政策形成

能力や法務能力などを向上させるための研修等を

組み合わせることにより、これからの時代に要請

される職員育成を積極的に進めていく。

０ 

１０ 

２０ 

３０ 

４０ 

５０ 

６０ 

７０ 

８０ 

１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 

（人：単年度） 

０ 

５０ 

１００ 

１５０ 

２００ 

２５０ 

（人：累計）
単年度 
 
累計 

資料：総務部人事課

＊24 ABC（Activity Based Costing・活動基準原価計算）
NPM手法の一つ。行政サービスを提供する際の業務プロセスごとのコストを
明確化する手法。非効率な個所を明らかにし、業務プロセスの改善を図るもの。

＊25 BSC（Balanced Score Card）
NPM手法の一つ。「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」といった複
数の視点から、企業経営を分析・評価し、経営改善を図る手法。

＊事業費については、新規事業と建設事業を除き、レベルアップ分を記載している。

行・財政

主な事業

中高年齢者・障害者雇用創出事業の推進

電子会議の活用

インターネットを利用した電子申請の拡大

ホームページの内容の充実と操作性の向上

地域情報コーナーの充実

セキュリティ基本方針の徹底

行政評価の推進

公共施設の計画的整備の推進

財政援助出資団体のあり方等の見直し

市と市民・企業・NPO等との役割分担の見直し

総合情報化計画の実施と定期的な見直し

柔軟な職員任用の研究

年 度 別 計 画 （ 事 業 費 ）

2120191817

347

（単位：百万円）

27720813969

6

11111

222215

20

10910

88

〇主な事業の実施予定及び事業費

中高年齢者・障害者雇用創出事業の実績
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地域の課題は、それぞれの地域の生活に根ざした市民との協力なくして、解決するこ

とはできません。武蔵野市では、行政サービスを公共だけが担うのではなく、市民と手

を携えて、課題解決に向け施策を進めています。

解 説 武蔵野市の特色ある事業３　市民と行政が協力し実施している事業

朝一番隊
街をきれいにし、住みよいまちづくりを進めるため、有

償ボランティア（朝一番隊員）による駅前周辺の清掃活動

を実施しています。原則として毎週日曜日、市の表玄関

である吉祥寺・三鷹・武蔵境の三駅周辺の清掃活動を行

うことにより、街をきれいにすることに加え、隊員に広告

塔になってもらい、ごみのポイ捨てをなくすことも目的と

しています。

市民が育てる公園づくり
地域の公園を守り育てるため、公園作りや公園管理に

地域の住民が活躍しています。最近の公園整備に当たっ

ては、計画段階から市民参加のワークショップ方式により、

公園の利用イメージや管理運営方式を検討しており、公園

完成後は公園作りに参加した市民を中心としたボランティ

ア団体が公園の管理を行っています。このように地域の方

たちが草花の植え付けや清掃などの活動をしているボラン

ティア団体は現在12団体あります。

市民安全パトロール隊
まちの安全を守るため、市ではホワイトイーグル（パト

ロールカーによる子ども施設中心のパトロール）やブルー

キャップ（吉祥寺駅前でのつきまとい防止指導）を運用し、

犯罪防止等に取り組んでいますが、さらに平成16年度から

は地域の実情を知る市民が直接、地域の目となって、市内

をパトロールすることにより、犯罪抑止を図っています。

この市民安全パトロール隊は市内を３地区に分け、各丁目

から隊員を選出。実費ボランティアの隊員は自宅を中心

に定期的に徒歩や自転車でパトロールを行うほか、警察

と合同の夜間パトロールも実施しています。


